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富山県では平成22年９月に自治体クラウドの勉強会を始め、24年９月に検討会、
25年の５月に全市町村の副首長からなるクラウド会議を立ち上げた。実施体制に
ついてはスライド番号13を参照。当初は人口40万人を超える富山市を除くほぼ全
ての市町村が共同利用に参加したいという意向を持っていたが、その後人口規模
やマイナンバーへの対応スケジュールを考慮した結果、今回の調達では27年７月
までに現行システムの更新可能な６市町村で共同利用を進めることとした（スラ
イド番号14参照）。
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今回共同利用に参加した市町村は枠で囲まれた市町村である。全体の人口規模は
約19万4,000人で、 も大きな団体は人口約９万4,000人の射水市、 も小さな団
体は人口約3,000人の舟橋村となっている。

なお、富山県クラウド会議としては、参加市町が増えることについて歓迎してお
り、参加申込みがあれば、「富山県市町村共同利用型自治体クラウドサービス提
供業務の実施に関する協定書」の第９条に基づき、既に参加している市町村と協
議することになる。
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○ノンカスタマイズ導入による経費の削減については、次のとおりである。
原則 ノンカスタ イズでの共同利用の目的や スト削減効果に いて 計画策定時 共同計・原則、ノンカスタマイズでの共同利用の目的やコスト削減効果について、計画策定時、共同計

画の策定時、参加団体の募集時、業者決定後の要件定義実施等に担当課長・担当職員へ説明し、
カスタマイズ抑制への理解を求めた。
・共同利用する他の自治体とカスタマイズ要望を比較することにより、独自カスタマイズを見直
しし、業務の標準化を求めた。
・カスタマイズについては、基本実施しないという方針とし、財政部局も巻き込むことで、業務
担当課に理解を求めやすい（諦めざるを得ない）体制とした。
・現在の運用と新しいシステムでの運用方法の違いをベンダに熟知させ、市町村に対し丁寧に代
替の運用方法を説明させた。替の運用方法を説明させた。
・パッケージシステムの機能の不足と考えられるものについては、県・共同利用参加市町村で強
くベンダに働きかけ、パッケージシステムのレベルアップをさせた。

○カスタマイズの判断については、次のとおりである。
・カスタマイズしても、それほど利用されないもの、EUCの機能を活用することにより、代替で
きるものについては、行わなかった。
・これまでシステム化されていたものが手作業に変わるものなどの中で、事務効率や住民サービ
スの低下に大きく影響するものについてはカスタマイズを行うことになった。ただし、カスタマ
イズを行う場合は、業務担当課が予算要求し、財政部局にその必要性を説明することとした。
・カスタマイズは４点行ったが、２点は町の制度、もう２点は実務上ないと不都合なものであっ
た。
【具体的な機能】
（町の制度）

・固定資産税、住民税の前納報奨金制度対応
・福祉医療費の町単独制度対応（窓口負担割合の変更）

（事務上必要なもの）（事務上必要なもの）
・障害者福祉業務申請書のパソコンからの出力
・健康管理検診結果通知の圧着はがき化
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今回調達した業務は基幹系25業務である。当初は内部系についても同時に調達す
る予定であったが、今回調達に参加した６市町村のうち内部系を希望していたも
のが３団体だけでコストメリットがなく、基幹系システムと同時の調達は見送っ
た。ただし、内部系については先月（平成26年10月）市町村の要望を取りまとめ
たところ、新たに８団体が共同調達に参加したいとの意向であったため、今月
（平成26年11月）RFIを実施して、コストメリットが見込めるようであれば調達
手続を開始したいと考えている。

なお、現在適用作業中のパッケージシステムについては、以下の業務システムが
地域情報プラットフォーム（APPLIC-0002-2013）に準拠している。
・住民基本台帳 ・印鑑登録 ・国民健康保険 ・国民年金
・乳幼児医療 ・ひとり親医療 ・固定資産税 ・個人住民税
・法人住民税 ・軽自動車税 ・収滞納管理 ・住登外管理
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情報化コンサルの利用は専門的な知識やノウハウを活用できるというメリットが期待される一方、活用した
コンサルが特定のベンダとつながりがある場合、公平な競争を阻害するおそれもあるため、本県ではコンササ 特定 ダ な り ある場合、公平な競争を阻害するおそれもある 、本県 サ
ルは使っていない。

導入計画、仕様書、覚書、協定書、契約書については、総務省や地方公共団体情報システム機構、先行団体
等の資料を基に作成した。
RFI、RFPの段階で、極力情報を公開し、ベンダから得た情報で有益なものは仕様に反映していくことが重要
である。調達仕様については、スケジュールと作業時間の兼ね合いから、細かい機能要件は記載できなかっ
た。

経費の削減に関して工夫した仕掛け、取組については、次の２点がある。
（１） 競争環境を確保するため、
①RFIでは、県内外を問わず多くの業者に参加を依頼する。参加業者に対しては、できる限り情報をオー

プンにするプンにする。
②発注仕様書の作成に当たっては、特定の業者しかできないことや有利になるような要件が記載されない

よう、２回の意見招請を実施した。
③入札の方式は、総合評価一般競争入札とした。

（２） 事業者の公平性の確保と囲い込みの回避のため、カスタマイズや外部ネットワークに掛かる費用を
調達の範囲外とした。

第１回目のRFIを実施し、13社に声をかけて６社から回答を頂いたが、職員の意識を高めるため、６社のプ
レゼンテーションには市町村の業務担当者にも参加させた。そのときの質問や反応を見ると、いずれの社の
パッケージシステムも実用に耐えられる程度のレベルに達していると感じた。実際、業者が決まった後の
フィット＆ギャップを見ると、ベンダが提供するパッケージシステムの完成度は高く、パラメーター設定と
か若干のカスタマイズで活用は可能と考えている。
パ ケ ジ カスタ イズに いての課題は スクラ チ開発からパ ケ ジ開発 の 部自治体の意識改パッケージ、カスタマイズについての課題は、スクラッチ開発からパッケージ開発への一部自治体の意識改
革なんだろうなというふうに考えている。
※第１回目のRFIの結果は参考資料141参照。

事業費の総額は、16億6,000万円余りである。
表側に掲げた程度の区分の見積りは必要であろうと思う。データ移行経費の状況であるが、抽出費が9,100
万円、取り込み費用が１億2,100万円と、合わせて２億円を超える。住民１人当たりのデータ移行費が2,000
円を超えているが、高いかどうかは正直なところ分からない。次回のデータ移行では中間標準レイアウトを
利用するように仕様書に明記している。
ベンダロックインの対策としては、中間標準レイアウトのほか、納入仕様書（帳票一覧表、専用帳票明細、
要件確認票、チューニング事項一覧表、チューニング説明書）、外部連携仕様書、データセットアップ仕様
書等書等のドキュメントをしっかり納品させ、地方公共団体で管理することと考える。

参考資料―7



各自治体の費用負担ルールの具体例、いわゆる人口割とか調整再配分などについ
ては、右の表のとおりである。

今回の共同調達で採用したクラウド化のパッケージと同じパッケージを自庁型で
導入している市町村は５市町村あり、負担割合は、いろいろなシュミレーション
をした結果、均等割：人口割が３：７を基本としつつも、どの市町村も経費の削
減率が３割となるようにした。なお、幾つかの市町村が３割に達していないが、
これはA市にリース契約を途中解約して何か月か前倒しで更新してもらう際に発
生する解約分の費用を全市町村で負担したためである。

共同アウトソーシングの導入については、本県では、②に記載したようにアウト
ソーシングは今回の調達からは外した。今回自治体クラウドに参加した市町村は、
他の市町村とデータパンチや大量帳票出力の共同アウトソーシングを実施してい
るためである。ただし、クラウド参加団体の６市町村は帳票様式は統一したもの
を使うため、他団体に比べれば帳票出力単価も安くなる。
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終的に導入したカスタマイズの種類や費用については表の斜線が掛かっていな
い部分となる。斜線が掛かっている部分は全部検討途中でなくなったものである。
各市町村がカスタマイズを主張する理由は１つには市町村のいわゆる規模の違い
が出てくるものもあるが、やはり現状業務に合わせてくれというような主張もあ
る。
今後出てくる新たなカスタマイズ要望に対しては、今後運用開始後に運用管理部
会というものを定期的、月１回程度開催し、この中で改善要望を取りまとめてベ
ンダにパッケージのレベルアップを求めていきたい。
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データセンターの要件は、１のメリットに記載してあるような項目のほかに、設
置場所としては屋内であることとか、ISOあるいはISMS認証取得すること、など
としている。また、それ以外に協議会の事務局の立入りについても可能とするよ
うに仕様書に記載した。

なお、情報漏洩対策としては、認証の取得を要件とするとか、再委託を禁止する
とか、業務従事者に誓約書を提出させるとか、自治体職員の立入りを、調査権を
留保するなどの対策が考えられる。
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今回の調達では外部ネットワークについても調達外とした。理由は、調達に含め
ると費用面でのベンダー間の競争を欠くということと、市町村も途中離脱や途中
参加に柔軟に対応が出来ないということである。ただし、ベンダーからの提案は
技術点に反映した。広域イーサ、LGWAN、あるいは県が所有する富山ネットの利
用の提案もあった。費用面や障害対応を検討した結果、主回線が広域イーサ、
バックアップ体制が県が所有する富山マルチネットの利用ということにした。１
団体当たりの初期費用が32万6,250円、年間の使用料は69万8,000円である。
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新たな住民サービスの提供として、６市町村全てでコンビニ収納が開始された。
今回の調達で、新たな住民サービスを提供できるようなパッケージが導入できた
ため、今後の取組として住民票のコンビニ交付の検討が実施されている。
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カスタマイズを抑制するためにはスクラッチ開発に慣れた業務担当職員の意識改
革を行う必要がある。現在自治体においてはスクラッチ開発からパッケージ開発
への移行期であるため、職員中には情報システムは自分たちの業務に合わせて作
るものだという意識が抜けきらないものもいる。したがって、プロジェクトの中
心となる業務システム部会に参加する職員に対し、ノンカスタマイズの導入方針
を周知するということが大切であると思う。
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今回はスケジュールの関係でこの６団体で共同化を実施したが、他にも参加を強
く希望した複数の団体があったこと、あるいは今回参加できなかった団体で同じ
ベンダーの自庁型のパッケージを使っている自治体は、自治体クラウドよりも経
費が相当高いということから、次期更新のタイミングでは、クラウドに途中参加
する団体がでてくるものと推察している。市町村の覚書（参考資料144参照）で
は、途中参加を想定した規定を設けている。
途中参加の条件は、１つはこれまで６市町村間で決定した事項については従うと
いうことと、２つ目の条件としてはベンダーと途中参加する団体で価格の折り合
いがついているという２点であるが、どのような調整を必要とするかはケースバ
イースだと考えている。

今回のクラウドの利用期間は１期目は５年、２期目も同じく５年ということで契
約することとしている。ただ２期目の 大の課題は、データ移行だと考えている。
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今回この作業スケジュールに従って進めている。（参考資料152参照）
このスケジュール表の中段と下から２つ目の行にあるように、本番稼動３か月前
から各市町村とベンダーが協力しながら、実務研修を行うこととしている。現在
ベンダーのほうで研修計画を作成しており、各部会において説明に入っている。
おおむね３か月掛けて行うことになっている。契約上、毎年度研修を実施するこ
とになっている。
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システム再編の背景と目的について説明する。北九州市では平成17年度から再編の

取組を開始している。厳しい財政状況等々の背景もあるが、最も大きなきっかけは行財
政改革である。この行革の取組の具体策の１つとして、窓口ワンストップサービスの導入
とそれに伴う業務改革・組織改革、及び庶務事務等の行政内部事務の効率化が掲げら
れ、この取組を支援して行政経費を削減するため、情報システムの大規模な再編に取
り組んだ。
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推進体制だが、この再編を推進するために、平成17年11月に本市のICT関連の最
高意思決定機関であるIT推進本部の下、助役（現副市長）を部会長とする情報シ
ステムの再編推進部会を設置した。システムの再編に当たっては、市長を本部長
とする行財政改革推進本部と密に連携を図ることで、業務改革の観点から行政シ
ステムの在り方を抜本的に見直すという取組となった。

（Ｑ＆Ａより）

情報 ウド化やオ プ 化 業務主管課と 調整 当た情報システムのクラウド化やオープン化において、業務主管課との調整に当たり
意識的に工夫した仕掛け、プロセスについては、市長を会長とした「業務の効率
化と情報システムの再編推進部会」（及びその下部組織）の体制整備により、
トップダウンによる推進力が及ぶようにしたことや、情報政策室に業務分野ごと
の取りまとめ部門を設置し、現場レベルでの調整を行ったことである。
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取組のポイントは大きく４つあり、１つ目は窓口ワンストップサービスの導入、
２つ目に総務ワークステーションの実現で、従来課ごとに庶務担当者が実施して
いた内部事務を集約するものである。３つ目は柔軟なシステム間連携のための地
域情報プラットフォームの採用、４つ目に電子決裁範囲の拡大といった具体的な
取組を行ってきた。
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大きくは検討と仕様の作成に約２年、システム開発に約３年を掛けており、平成
22年10月に全面稼働を行っている。
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具体的な再編の中身について説明する。ホストコンピュータの自営処理
を始めてから再編が終了するまでの平成22年までの間、システムの分散
化など様々な流れがあったが、システム再編後の運用を踏まえて、平成
17年度にホストコンピュータ運用業務のアウトソーシングを行った。契
約期間は平成22年度までの５年間で、このアウトソーシングの内容に関
してはまた後ほど説明する。システム再編までの間、業務システムの導
入は比較的個別最適の考え方で行っていた。
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その結果再編前のシステム間のデータ連携がスライド番号９のようにスパゲテ
ィ状態となった。各システムが個別に様々なシステムと情報連携をしており、
１つのシステムを改修したときの他のシステムへの影響が非常に見えにくい、
複雑化した状態になっていた。
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スライド番号９のような状態となっていたため、様々な問題を抱えてお
り、まず１つ目に（１）の複雑化の問題で、先ほどの１つのシステムの
改修等が他の業務システムに及ぼす影響（の測定、推測）が困難だった
ということがある。そのため、将来のニーズへの対応や今回の番号制度
のように幅広い業務に影響するような大規模な法改正対応が非常に困難
な状況であった。次に個別最適の考え方でシステムごとに冗長化してい
るため、実際に稼働してないハードウェアが多いことや、業務システム
のピークに合わせてリソースを確保しているため、CPUやメモリ等のリ
ソースの利用率が非常に低いものが多いこと、また同じような機能、
バックアップ等をシステムごとに持っているため、装置等も非常に無駄
が多かった。
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コストの問題は、随契による経費の高止まりという点と、コストの透明
性が確保できてないという問題があったと認識している。このような問
題を解消し、将来的に電子自治体の取組を推進していきたいということ
で基幹システムを全面的に再構築することとなったが、その再構築に当
たってはホストコンピュータとオープン系システムのそれぞれの長所を
取り入れるため、システム基盤を整備することとした。
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スライド番号12が目指した情報システムの姿である。具体的には全体最
適の観点からレガシーシステムの再構築と分散システムの統合を図るた
め、システム基盤を再構築した。ホストコンピュータの利点である集中
管理による安定運用と、サーバの利点である柔軟な運用を併せて実現し
たいという考えで行った。
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スライド番号13がイメージ図になる。ハードフェアとOS・データベース
等のミドルウェア、帳票印刷機能などを共通基盤として整備しており、
これを業務システム所管課にサービスとして提供すると、この上で業務
アプリケーションが動く。いわゆるPaaS（Platform as a Service）型の
プライベートクラウド型式を実現している。またシステム基盤について
はその運用も含めて一括で10年間のアウトソーシング契約を行い、継続
的に安定的なサービスを受けられるようにした。業務アプリケーション
は原則地域情報プラットフォームに準拠しており、共通のデータ連携基
盤を介して情報のやり取りを行っている。
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調達方法について御説明する。調達手順はこのスライドのように４種類、
大きくは３つに分かれている。まずは今回の再編の肝となる、総合窓
口・統合データベース・電子決裁を10年間の保守運用を含めて調達した。
その次にシステム基盤を10年間のアウトソーシングを含めて調達した。
先にシステム基盤を決めると、システム基盤で採用しているミドルウェ
ア等の条件がアプリケーション選択の制限になる可能性があり、これを
避けるため、まずは総合窓口・統合データベース・電子決裁関連のアプ
リケーションについて選定し、その次にこのアプリケーションが間違い
なく動くシステム基盤を選び、最後にそのシステム基盤上で動作するこ
とを条件としてその他の業務アプリケーションを調達するという３段階
で調達を行った。
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システムのアウトソーシングについて説明する。アウトソーシングの範
囲にはハードウェア・OS・ミドルウェアやバックアップ機能、帳票印刷
機能、及び利用者認証といったような共通機能が含まれている。10年契
約になっているが、この間は必要なハードウェアの更新等も含まれてい
る。マシンオペレーションについては、オペレーティング、大量帳票の
印刷、カット・シーディング・のり付けのブッキング等の事後処理、さ
らには汎用紙、トナーといった消耗品の調達管理まで含んだアウトソー
シングをしている。これにより、従来職員が行っていた、例えばホスト
の運用業者とオペレーティング事業者の事業者間調整や、消耗品の調達
管理といった委託契約時のそのものの負担が軽減されていくと考えてい
る。
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関係者の役割分担については、予算や進捗状況を含めて、情報政策室で一括で統
括して調達仕様の作成に至るまで業務所管課に対する多面的な支援とコントロー
ルを行っている。
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スライド番号18が当時の情報政策室の体制である。課長職を含め専任の17名体制
で行っている。業務所管課の方は少し手薄になった感がある。
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（Ｑ＆Ａより①）

システム基盤の構築運用を委託している業者の囲い込みを回避するための対策等に
ついては次の２つがある。

・ポータル、ユーザ認証機能は、暗号機能を付しているが、業務システム側へは一
般的な方式であるCookieを用いて連携している。一般的な方式であり、他の製品や
事業者でも充分に対応可能である（基盤側の事業者が変わったとしても業務システ
ム側への影響は軽微である。）。

・ほぼ全ての業務がＡＰＰＬＩＣ-地域情報プラットフォームの仕様に準拠している
ため システム基盤の更新の際に 継続又は廃止の場合を比較し デ タ 処理連ため、システム基盤の更新の際に、継続又は廃止の場合を比較し、データ・処理連
携機能を介さない直接連携に変更することも不可能ではない。一方、この場合は、
将来的なシステムの複雑化を招かないよう、システム基盤上で稼動する業務システ
ム間の全ての連携を情報システム部門が把握し続け、調整できる運用の仕組みを整
備する必要がある。

（Ｑ＆Ａより②）

経費の削減に関して工夫した仕掛け 取組は次の３つである経費の削減に関して工夫した仕掛け、取組は次の３つである。

・ホストコンピュータ上で稼働していた50業務については、データ移行業務を一社
に委託（競争入札）したことで、大きく費用低減を行った。

ただし、新・旧システム及び業務に関する知識の薄い関係者が間に入る形となった
ため、その仕様調整の労力は大きなものとなった。

・地域情報プラットフォームを採用して、マルチベンダー化を推進し、競争性の確
保による費用削減に取り組んだ。

情報政策室が予算を 括管理 執行調整を行 た また 業務 プリケ・情報政策室が予算を一括管理して執行調整を行った。また、業務アプリケーショ
ンの調達仕様についても情報政策室が支援し、要件の適正化を図るなど費用削減の
工夫を行った。
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システム基盤の統合・仮想化により、適用前には約140台のサーバで50
ラック、メインフレームが２台稼働していたが、適用後には約50サーバ
の10ラックにまで集約でき、約５分の１のスペースになった。
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スライド番号22の写真がその10ラックだが、東日本大震災以降BCPに対す
る意識が非常に高まってきており、もともと庁舎の中に全て設置してい
た10ラックのうち、一番左の赤枠で囲っている評価環境を市内のデータ
センターに平成24年に移設している。これにより万が一庁舎が被災した
場合でも、必要最小限の業務に縮退して業務が継続できるような準備を
整えた。平成29年７月からこの基盤の次の基盤を更新・稼働の予定だが、
そのタイミングで本番環境を外部データセンターに移したいと考えてい
る。ただ、現在は床代が無料である一方、データセンターに移すと費用
が掛かるため、費用対効果など庁内で協議を進めているところである。
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データ連携については、もともとスパゲティ状態になっていた個々の情報シス
テムのシステム間連携をひもとき、全て共通のデータ連携処理基盤を介してデ
ータ連携を行うように全体で統一を図っている。ここでも地域情報プラットフ
ォームに準拠した製品を採用しており、新しいシステムの構築、番号制度にお
ける他団体との連携、将来的に民間団体との連携のニーズが出てきた場合につ
いても、柔軟に対応できると期待している。
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スライド番号28の運用経費に関してだが、先ほどのホストコンピュータのアウトソーシングをする前と比較
して５億ということである 内訳としては ホストコンピ ータのアウトソーシングをしたときに スペッして５億ということである。内訳としては、ホストコンピュータのアウトソーシングをしたときに、スペッ
ク、性能の絞り込みや適性の見直し等を行い、アウトソーシングの効果と含めて約２億5,000万くらい削減
でき、さらにシステム再編を行ったことでさらに２億5,000万ほど削減でき、合わせて５億となっている。
初期費用は約50億円であり、政令市規模での大規模なシステム改修としては費用的には安いと考えている。

Ｑ．

・業務アプリケーションとシステム基盤で時期やインターフェースを合わせてそれぞれ改修する必要が生じ
、より対応が複雑になることはないか。

ＡＡ．

・法改正への対応については、統合データベースを整備し、連携のインターフェースを公開している。

例えば、平成24年の住基法改正（外国人対応）の際、他業務への影響が少なくなるよう（既存の連携処理へ
の影響が少なくなるよう）にインターフェースの設計を行い、改修規模を縮小している。

・また、業務システム間の連携が全て把握できているため、法改正等による１つの業務システムの改修が他
の業務システムに与える影響を把握しやすいため、設計工数や障害対応工数などが削減できている。

・システム基盤は、WindowsまたはLinuxという、シェアの大きな２つのＯＳに対応しており、一般的なソフ
トウェアベンダーであれば対応は可能となっている。

平成20年当時は「クラウド」の概念が根付いておらず 特に機器メ カ から ソフトウ アだけの販売・平成20年当時は「クラウド」の概念が根付いておらず、特に機器メーカーから、ソフトウェアだけの販売
という形態は見送られた事例もあるが、近年はその懸念はなくなっている。

【対応の複雑さ】

・改修に当たっては、業務アプリケーションとシステム基盤それぞれに対応する必要があるので、当初の設
計・構築段階にあっては、情報の提供側・照会側の２者のほか、基盤事業者も加えた３者間での仕様調整と
なるため、直接連携と比較して対応が複雑になることは否めない。

・ただし、２者間の連携を許すことは、経年の改修等の繰り返しによる「スパゲティ状態」を生む土壌にな
る。

・北九州市の場合は 業務システム間同士は ネットワーク通信を遮断しており 「データ処理・連携機能・北九州市の場合は、業務システム間同士は、ネットワーク通信を遮断しており、「データ処理・連携機能
」のみが他システムとの連携経路である。これは、セキュリティ上も非常に堅牢な仕掛けであるとともに、
全ての連携処理を管理して「スパゲティ状態」を防ぐガバナンスの仕組みとしても有効と考えている。
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先ほど再構築した基盤を活用し、他の自治体の住民データの遠隔バックアップを
行っている。このきっかけは東日本大震災の復興支援ということで、釜石市の住
民データを本市のシステム基盤の方に遠隔でバックアップで取り込んだことであ
り、この取組を周辺の自治体も聞いて同様のサービスの要望があり、２つ自治体
のデータを預かることとなった。
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次はGIS（地理情報システム）の共同利用ということで、この基盤を使い、昨年
５月に本市では各部署個別で稼働していたGIS、個別GISを統合し、昨年10月から
全庁GISを稼働させた。この稼働にあわせて周辺の４自治体とこのGISも共同利用
している。これはシステム基盤上で稼働しているわけだが、その自治体の共同利
用とあわせて、民間との共同も進めており、民間が持つ位置情報を共同で住民に
公開する仕組みもあわせて構築しており、GISの取組も注目されている。

（Ｑ＆Ａより）（Ｑ＆Ａより）

スライドに記載しているもの以外では、現時点では、Esri社が保有する標高デー
タ、西日本新聞社のニュースを見ることができる。現在、総務省のG空間シティ
構築事業の採択を受け、災害対応の仕組みを構築しているが、この中で、
Twitterのつぶやきから災害に関連する情報を取得し情報提供する仕組みやウェ
ザーニュースの雨量情報をGIS上で公開する仕組みを実現する予定である。また
、複数の民間企業と来年度以降のデータ公開に向けた協議を進めている。

地域情報ポータルは、平常時に住民が使っているサイトが、災害時には住民の避
難支援など災害対応に役立つサイトとなることをコンセプトとしている。こうし
たことから、標高データやニュースは日常的に住民にポータルにアクセスしても
らうためのコンテンツとして公開しているものである。
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自治体クラウドに向けての準備ということで、平成22年度に県のIT戦略推
進指針を策定した際に自治体クラウドというところを明記している。また、
県でクラウドに伴う講演会等を行った。平成23年度、県で自治体クラウド
のカルテを作成した。五霞町では平成23年度に情報化推進基本計画の見直
しを行った。そこに自治体クラウド推進を計画に盛り込んでいる。県の支
援があり、自治体クラウドにアプローチしていった。平成24年度は、県で
は基幹業務のワーキングチームを立ち上げ、RFI、ベンダーヒア、デモ等
を行い、先進地視察を行いクラウド化に向けて進めていった。五霞町では
クラウドチームを庁内に立ち上げ、県の共同クラウドのRFI等に参加した。
指針３で示すとおり、県の支援や情報化推進基本計画等に明記されたとこ
ろが自治体クラウド導入につながった。 
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協定までの道のりは、平成24年度に13市町でのワーキングチームを立ち上
げ、コストメリット等について話した結果、３市１町が準備会合に入った
（平成25年２月20日）。実際に協定締結をしたのは平成25年４月16日であ
り、準備会合開始から２か月弱であった。本来は協定締結してから協議会
設立というところであったが、この期間は情報担当においては内部の人事
異動への対応等や、首長の日程を押さえるのも非常に難しかったため、先
に協議会を設立してから協定締結を行った。なお、４月30日には公募型プ
ロポーザルの公告を行っており、非常に忙しい２か月であったが、県情報
政策課の方が後押しをしてくれたお陰である。また、３市１町の情報担当
は、公募型プロポーザルの実施経験がなかったが、RFI等含め公募型プロ
ポーザルのノウハウを教わり、スキルアップが図られ、人材育成にもつな
がった。 
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この３市１町は特に接点がなかったが、13市町のワーキングチームでクラ
ウドに向けて話をしたことが共同化のきっかけとなった。 
別の枠組みだが、ワーキングチームから共同化へつながったものが他にも
あり、平成26年３月からグループウェアを共同でスタートした。また現在、戸
籍システムの共同化に向けて検討を進めている。 
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先行導入団体４団体で共通していたのは、移行年度が同じということだけ
である。五霞町は、平成26年９月の新システム稼働を予定していたが前倒
しをして、１月からクラウドが実際に稼働している。かすみがうら市も平
成26年９月から稼働している。 
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本協議会の体制については、指針４で示すとおり地域の実情に応じた実施
体制ということで、首長をトップにするという検討もあったが、実際には
短期間で動かなければいけない、実際に使う原課の意見を聴かなければい
けないという中で、フットワークを軽くするため、情報主管課の課長を会
長、副会長とし、事務局をおいてプロジェクトチーム、専門部会、分科会
に分かれ協議会を構成した。そこには県の情報政策課がアドバイザーとし
てこの協議会に携わり、現在も引き続き支援を行っていただいている。
（指針３） 
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協議会の要綱、協定書作成に当たり、実際に自治体クラウド先行すると
いった中で後乗りを受け入れる体制づくりも明記した。例えば後乗りが
あった場合については準備に要する時間等の職員の負担を削減できると
いったところ、またノンカスタマイズであれば後乗りもしやすいというこ
とがポイントとなる。 
後乗りについて、具体的には運営協議会要綱、協定書に明記をして、県の会議
時に出席された市町村に後乗りの募集をしている。また、県情報政策課におい
て市長会、町村会でも説明をしている。後乗りの団体については、参加意思確
認→説明→ベンダーヒアリング→見積書→デモ→契約→移行作業を想定してい
るが、現在のところ後乗り参加はない。 
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調達業務33業務あるが、これについては各市町の導入状況があり、共通で
取り入れる部分とオプションで取り入れる部分とがある。 

参考資料―55



公募型プロポーザルについては、業務機能要件書に重点を置き、ＲＦＩか
ら何回もシステム担当者、原課の業務担当者に確認してもらい、デモでは
実際に４市町の会場でそれぞれ実施し、業務の担当が実際に見て選ぶと
いったことを行った。また、ここでは評価する職員以外も見られるように
したことで、全庁的にクラウドの意識が高まった。 
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3,069の機能の確認をしたところ、便利機能として125が挙がった。これら
の機能がカスタマイズに発展するところだが、業務担当がベンダーと交え
た中でレベルアップや代替提案により、稼働後検討するという方向でノン
カスタマイズでの構築を進めた。業務担当同士で集まって話をするという
ところがポイントだと思う。かすみがうら市はノンカスタマイズで構築し
ている。この状況をみると、常陸大宮市、那珂市においてもノンカスタマ
イズでの構築・運用ができると見ている。 
ノンカスタマイズへ向けての工夫だが、まずは、方針としてノンカスタマイズ
での構築を明確にして、調達前に業務機能要件書の確認を業務担当が行い、調
達時は、業務機能要件書も評価に入れることだと思う。また、デモでは業務担
当者がシステムを確認することも大切である。調達後、機能要件定義は、業務
担当者がベンダーと行う時に、細かく確認することが重要だと思う。良いシス
テムを選び、業務をシステムに合わせるという意識が必要である。 
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昨年度Ｊ－ＬＩＳの自治体クラウド・モデル団体支援事業において、４つ
のテーマを検討した。中間標準レイアウトを活用した移行を考えていたが、
実際にベンダー側の経験がないということと、タイムスケジュール的なこ
ともあり、中間標準レイアウトの部分については検証で止まった。次期更
新においては中間標準レイアウトを使っての移行になるように仕様書に明
記している。指針６に示すとおり、この中間標準レイアウトが今後普及す
れば、データ移行費を抑えられると思われる。 
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削減したコストをどのように活用するかということを検討し、五霞町にお
いては、住民サービスの第１段として、コンビニ収納、そして次の番号制
度に伴うコンビニ交付を行っていく予定である。 
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茨城県は、東日本大震災の被災県でもあり、サーバ室が使えなくなったと
ころもある。大規模災害でも業務継続が必要である中で、クラウドへの移
行を検討した。そのクラウドへの移行については、現行の契約満了のタイ
ミング、それが番号制度前なのか後なのかという中で先行４団体について
はタイミングが合い、クラウドへの移行が実現した。クラウドは目的では
なく、目的は住民満足度の向上である。これからコンビニ交付や総合窓口
につなげることが重要と考えられる。実際に茨城県では県の支援等もあり、
現在、戸籍の共同化の部分についても検討を進めている。またコンビニ交
付についてはクラウド４市町のメリットをいかして通常よりもコスト削減
ができると思われる。今後、負担金等が減って全国的にコンビニ交付がで
きれば良いと思う。 
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対応完了型についてだが、県内７割以上の市区町村が既に導入をしているという
ことではあるが、まだ導入していない残り３割の市区町村についても、必要に応
じて、現状の確認及び情報提供を行う、そういったことは引き続き行っている。 
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続いて、都道府県職員が必要と考えるスキルだが、上の４つ、「市区町村業務の
理解力」～「ベンダーとの交渉力」については選択肢を提示した中から選んで回
答いただいたもの、それ以外は「その他」として具体的に記載いただいたもので
ある。 
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忠岡町については平成27年４月に内部系も動く。 
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地域情報プラットフォームの全体像である。左に記載があるとおり、地域情報プ
ラットフォームは業務間の連携を可能にすることでマルチベンダーを実現してコ
スト削減に貢献している。この庁内の連携というのをクラウドに適用すれば、ク
ラウドの中でのコスト削減を実現できる。また、真ん中にあるとおり、業務間連
携を活用することで総合窓口のようないわゆる高付加価値サービスを実現可能と
しており、この実績も出てきているところである。また、一番右のところ、番号
制度の対応についても、今年度一杯で一通りの対応が完了する予定である。 
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まず、クラウド化と関連するマルチベンダの推進によるコスト削減効果の部分で
ある。地域情報プラットフォームの構成については、業務を業務ユニットと呼び、
この業務ユニット間の情報連携の標準化を進めているところである。既に地域情
報プラットフォームを導入している団体においては、地域情報プラットフォーム
に準拠することで標準仕様がデータ連携時に有効であったとか、データ移行費用
の削減・抑制に効果があったというような声もいただいているところである。こ
の地域情報プラットフォームは常にどれか１つの業務でも地域情報プラット
フォームに準拠という形では９割を超える自治体に導入されている。 
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何らかの業務が地域情報プラットフォームに準拠しているというのは９割を超え
る自治体に入っており、デファクトスタンダードといってよい状態かと思う。自
治体が、業務システムを調達する際には調達仕様についてプラットフォーム準拠
と記載することがかなり一般的になっており、準拠製品というのも左にある77社
がもう既に対応登録済みである。自治体向け業務パッケージをリリースしている
ベンダーはほぼ網羅しているような状態である。 
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コスト効果についても、総務省と協力して実施したヒアリング結果があり、運用
経費で３割ぐらい下がるというのが調査結果からも出ており、コスト削減という
意味では評価をいただけている。 
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まず北九州市については我々から説明するまでもなく、クラウド、パーソナルク
ラウドに近いような適用であるが、政令市でも適用実績があるマルチベンダーを
実現していることと、窓口の高付加価値化、高度化にも貢献しているという非常
に有効な事例かと思う。 
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総務省地方情報化推進室の来年度事業において、地域情報プラットフォームを強
化してクラウド間の連携を実現したいと考えている。クラウド間連携というのは
団体間の連携ではなくて、論理的には一つの団体の中での連携である。要するに
一つの団体が複数のクラウドを利用するようにできるためのクラウド間連携とい
うのを検討している。特にこれは大規模自治体向けのソリューションになるので
はないかと考えている。要するに一つのクラウドに全てを移行しなければいけな
いとなるとクラウドの選択肢が狭まってしまう。特に大規模団体では調達の公平
性という理由から複数のベンダーのクラウドに自由にシステムを導入できるとい
うニーズが出てくるのではないかと考えている。クラウド間の連携をするために
必要な技術要素であるとかセキュリティ要素というものを評価していきたいと考
えている。これが来年度以降順次実現していく予定である。 
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今後の番号法対応とが線表が載っているが２段階に分けて対応を進めている。番
号法の別表Ⅰ、別表Ⅱとあり、別表Ⅰがいわゆる庁内での個人番号の利用、別表
Ⅱというのが団体間の特定個人情報の連携である。それぞれ２段階に分けて地域
情報プラットフォームの対応を進めており、別表Ⅰの対応は昨年度終わっている。
別表Ⅱについては、今年度データ標準が出てきたので、それの取り込みを終えて
年度末には番号法全体に対応したものをリリースする予定である。 
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マイナンバーによる連携が地域情報プラットフォームの仕様の中にも反映されて
いる。右にあるのが新しく追加される情報提供ネットワークの連携で、具体的に
左上の斜線で住民票が消されているが、ここが要するに今まで紙でもらっていた
ものがなくなって、情報提供ネットワークの連携になる。 
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もう１つ地域情報プラットフォームが提供している高付加価値サービスという、
総合窓口がある。高付加価値サービス導入成功例ということで北九州市、福岡県
粕屋町の例を掲載している。情報連携が可能になることで総合窓口のようなサー
ビスが実現可能になり、成功例が出てきている。ただ、残念ながら例えば粕屋町
のように町レベルで総合窓口を導入されているが、いわゆる第３の粕屋町がなか
なか出てこないという状況になっている。これは、いわゆる総合窓口のような法
定業務でないものを、小さな自治体が取り組むのはなかなかハードルが高いとい
う状況にあるのだと思う。法定の業務は必ずやならなければならないので、意地
でもやるが、高付加価値サービスというのは、やってもやらなくてもいいとなる
と、どうしても予算規模が小さいと難しいということだと思う。 
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クラウドを導入することで小規模団体においても、高付加価値サービスの提供が
可能かという議論があり、今まで、こういった議論が難しかったのは、自治体規
模がバラバラであったことである。クラウドの効果を、一つ一つの自治体の視点
でみると、いわゆるコスト削減効果、特に割り勘効果が重要なポイントになる。
これを、クラウド全体というマクロな視点で見てみると、要するにシステムの規
模が一定規模以上に育ってくるという効果があるのではないか。ここの規模とい
うのは、システムそのものの物理的な規模もあり、予算規模といったもので、あ
る程度以上の規模のものだというふうにシステムを捉えやすくなる。例えば共通
基盤などは、従来だと大きな団体には共通基盤といったものが入っているのに、
小さな団体には入っていないというのは、システムの構成のバラつきがあったの
だが、クラウドのように規模がそろってくると、こういった機能も大体入ってい
るということが、標準的な構成として考えやすくなるのではないか、そうすると
高付加価値サービスといったものも、クラウドでやるのであれば、一般的に実現
すべきものとして考えていけるのではないかと考えている。 
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地域情報プラットフォームを導入しているクラウド環境では、クラウドの中の情
報連携基盤というのは既に入っており、クラウド間連携の強化をしようとしてい
る。ここまでは既に実現できてきている部分である。これを実現する上で業務の
情報をかき集めることができるようになれば、総合窓口とかＰＵＳＨ型のサービ
スといったものにもつなげていけるようになる。こういった総合窓口も共通基盤
を前提とした議論というのが、クラウドの時代ではできるようになった。今まで
だと、これを共通基盤でやりましょうというと小さな自治体ではできないという
話であったのが、比較的クラウド時代になるとこういった議論がしやすくなるの
ではないか。 
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例えば番号制対応でいくと、番号法が適用されると、庁内の情報連携であっても
特定個人情報に関係するものは条例の策定が必要になる。要するに総合窓口をや
ろうとすると条例を作らなければならなくなる。そしてこれに団体間の連携とい
うのもリンクした形で条例を作っていく必要がある。そうすると、従来は比較的
自由だった団体の中での業務プロセスというものについても、全国的にある程度
足並みをそろえてくる必要性が出てきているのではないか。業務プロセスが非常
に重要になってくる。情報連携の基盤や業務プロセスはある程度具体的に検討し
ていって、こういう業務プロセスならこういう総合窓口といった議論もしやすく
なっていくのだと思う。あるいは番号制度時代だと、しなければならない部分も
出てくるのではないかと思っている。こういったことが、クラウドということを
前提とすることで、より議論しやすくなるのではないかと考える。 
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そして、情報連携が整ってくると、総合窓口であったり、ＰＵＳＨ型のサービス
といったものができてくる。フロントが整理されて情報連携がまとまるとバック
グラウンドの効率化サービスというのも比較的検討しやすくなってきているので
はないか。こういったものの、個々の自治体でクラウドのない苦労をするのでは
なくて、ある程度足並みをそろえることで、標準的なものとすることで、例えば、
アウトソーシングのようなことをしていくにしても、アウトソーシングを受ける
側からすれば、それぞれの団体ごとに業務の流れが違うとなかなかコスト削減に
ならないが、どこのクラウドでもある程度足並みがそろっているとアウトソーシ
ングの費用低減なども可能になってくるのではないかというふうに、高付加価値
サービスというのをクラウドなら当たり前のような形に整理できるのではないか。 
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こういう形で共通基盤を当たり前の形にしていくと、今までいろんな議論があっ
てもできなかった業務の中の標準的な機能を共通基盤に切り出していくというの
を将来像としては考えているところである。 
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まず、コスト削減の観点からは、大規模自治体というのはパッケージの導入、
オープン化というのが必須の課題となってきているのではないか。また、この大
規模団体のオープン化については地域情報プラットフォームが貢献しているとい
うところは、北九州市の例でもいわれるところである。当然大規模自治体では、
マルチベンダの中でいかに調達の公平性を高めていくかというのがある。そう
いったところで、地域情報プラットフォームは貢献してきたが、さらに運用コス
トなどを下げていくためにはこれをクラウドにまで発展させていく必要がある。 
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中小の団体のクラウド化というのは順調に進んでいるが、例えば20万人以上で考
えると、なかなかクラウドの導入が進んでいないという状況ではないか。では、
なぜクラウドの導入が進まないのか、大規模団体からはいろいろクラウド導入が
困難だという指摘が出てくるが、それが本当なのか、今一度整理すると、必ずし
も不可能な理由ばかりではないのではないかというのがこれまでの考えである。 
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共同利用する相手がいないというのが例えば、典型的な例である。大規模団体同
士だと、制度が合わないとか、では小規模な団体と組んだらどうかというと、小
規模団体と組んでもなかなかコストメリットが出ない、ほとんどのコストを大規
模団体が払うことになってメリットが出ないんだといったような意見がよく出て
くる。しかし、アプリックが今協力させていただいている自治体のヒアリング結
果では、下にあるように、実際にクラウド導入団体の協議においても、大規模自
治体同士でも共同利用はできるんだ、例えば国保が税制度との調整はできたとい
う意見があったり、小規模団体との共同でもメリットは出るんだとか、あるいは
システム更新時期が近い団体とはちゃんとコストメリットが出る、こういったき
ちんと考えていけば、大規模団体でも、共同利用する相手を見つけたりコストメ
リットを出す方法はあるというような考えがたくさん寄せられている。 
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では、共同利用する相手が見つかった次に出てくるのは、パッケージが適用できない、クラウドでいうと
SaaSが使えないという意見が出てくる。共同利用する相手がたとえいるとしても、結局、大規模団体はバッ
チ処理などいろいろと特別な事情があって、パッケージは合わないし、ベンダーの製品は機能が合わないか
ら、やっぱり使えないんだというふうな意見がある。ここも、成功している団体の意見では、適切なパッ
ケージを選定すれば、今の業務とそれほど差は出ないということもちゃんとあるという意見があったり、大
規模自治体だからこそ、現行業務に固執しないで、ちゃんとパッケージに合わせていかないと、コストメ
リットが出せないんだという意見、あるいは、業務を標準化していくことでパッケージ機能そのものの強化
にもつながっていくといったような前向きな意見もたくさんあるところである。 
 
Ｑ． 
大規模団体だからこそ業務標準化というのが私どもも切に思うことだが、例えば区ごとにかなり人口規模等
が違っていて、そこでも業務内容が異なるということで、非常に事務をそこに合わせていくということで困
難なところを感じているところである。一方、標準化を進めるということでカスタマイズを抑制するという
のはやはり今後の経費削減していくという中の一つの取組としては、重要な部分になると感じている。ただ、
そのカスタマイズは抑制するという方向性を決めたとした時に、じゃあそこをどうやって大規模な改修なり
をやっていくなかで担保していくのかという組織的な仕掛けづくりや、ガバナンスを効かせていくかという
ところも、非常に我々としては難しいところである。かなり、どっぷり開発に業務所管課と入り込んでみて
いかないと、そこを良くしていくのが難しい。どうしても必要なカスタマイズがあって、欲張りなカスタマ
イズもある。欲張りな部分をどのようにチェックして、どう抑えていくのかっていうところが非常に難しい
課題と感じている。 
 
Ａ． 
特に大規模団体では規模によって、所謂、小さいところであれば手動で済むことも大規模団体ではバッチし
ないと回らないとか、いろいろな要求によってカスタマイズが増えていくということは認識している。更に
それが、じゃあ本当に必要かどうか。例えば、帳票一つにしてもそれが本当に根拠法に則したもので、本当
に必要な物なのか。あるいは今まで慣習的に使われていただけであって、なくしても法制度上は特に問題は
ないのかといったチェックがなかなか難しいという話も多くいただいている。我々としては標準仕様という
中で、機能要件をできるだけ具体的にしていく中で、そういったとこも検討していきたいと思っており、ま
た、業務プロセスのところも、これから番号制度が出てくると、業務プロセスというのがより明確に整理さ
れていく必要があるため、そういった中で本当に今やられている事務が可視化されていくんじゃないかなと
思っているところである。また、具体的には地域情報化アドバイザーという派遣をしておりますので、必要
に応じてそういった制度を使っていただいて、原課の意見をある意味きちんと適量に抑えていくところでは、
外から声の方が通じやすいというような意見も割と頂いているところであるため、そういったものも活用し
ていただくのも手かなと感じている。 

参考資料―101



共同化する相手も見つけた、パッケージも頑張れば適用できるとなると、最後に
出てくるのがそれでもやっぱりコストメリットが出ない、要するに、ＰａａＳと
かＳａａＳ、ＩａａＳであったとしても、ホスティングと比べて、あるいは単に
コスト差がないという意見もある。ハードウェアだけの共同化・効率化というコ
ストメリットというのは必ずしも出ない、これも本当なのか。確かに、単純に
ハードのクラウド化するだけでコストメリットが出るのか出ないのかはあると思
うが、これについても、先進的な団体の意見としては、ハードのクラウド化に成
功するとアプリケーションの共同利用について導入がやりやすくなる、あるいは、
クラウド化して上手にアウトソーシングすることで職員の運用負荷や人件費が
ちゃんと軽減できるんだという意見もある。こういったことを総合的に捉えると、
確かに単純なハードのクラウド化でコストメリットが十分にないように見えたと
しても、十分コストメリットを出す仕組みはあるんじゃないかと考えている。こ
ういったようなことも踏まえ、高付加価値サービスの導入であるとか、大規模自
治体様のこういったアップデートに対応したクラウドの導入にどういった調達手
段があるか、可能であるかというところについてもアプリックの方で今後整理し
ていきたいと考えている。 
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基本的にはＰａａsであるため、ハードウェアとミドルウェアを共同で利用して基本的にはＰａａsであるため、 ドウェアとミドルウェアを共同で利用して
いる。世田谷区は自前のデータセンターの中にオープン化後の仮想化していない
サーバが何百台とあり、それを５年後の今回の入替えのときに、新旧システムを
同時に動かす並行期間というものが必要になる中で、新システムを入れる場所や
部屋がないため、このベンダーに相談したところ、ベンダーのデータセンターに
世田谷区のシステムを作るということになった。そこに豊島区も新しい新システ
ム、ホストコンピュータから今度新しくそのベンダーのパッケージに移るという
ことで、サーバ等を用意しなければならなかったときに、世田谷区から一緒にやことで、サ バ等を用意しなければならなかったときに、世田谷区から 緒にや
らないかという誘いを受けた。このようないきさつであるため、協議会も作らず
に始めたというのが今回の取組である。その後、世田谷と豊島区の取組を見て、
同じベンダーの同じパッケージを使っている練馬区と中央区から共同の依頼があ
り、このような形となった。
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Paasであるため、４区で標準化したというようなことは一切ない。それぞれの自Paasであるため、４区で標準化したというようなことは 切ない。それぞれの自
治体がやってきたものをそのまま一つのＰａａsの上に移行したということであ
る。このため、構築時の負荷は軽減されている。豊島区は新規導入であったが、
豊島区でさえも、１年数か月で移行した。他の自治体については半年程度で新し
いこのクラウドサービスの方に移行している。特徴の２点目、コンセプトの２点
目は利用料を月額化し、一括で必要となる費用を平準化した。３点目がハード
ウェアを一つのデータセンターで集め、そこで運用もその会社の運用センターに
集約したので、監視、運用が一元化された。４点目がコストの削減、一時費用が集約したので、監視、運用が 元化された。４点目が ストの削減、 時費用が
不要になったということである。
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ブラックボックス化という話は、例えばミドルウェアの仕様については細かいとブラックボックス化という話は、例えばミドルウェアの仕様については細かいと
ころまでは把握していないため、突然ミドルウェアのバージョンアップの報告だ
けが来る形になっている。現在、４区の課長で、できれば事前に相談してほしい
ということを要望している。
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ハードウェアが動いているかどうかという監視をしている（運用機能としてシ
ステムの運用監視、生きているか死んでいるかだけではなく、システムとして
動いているかどうかという監視）、毎日のバックアップ、毎週のバックアッ
プ、そのための磁気テープの交換等、我々の手を介すことなく全てデータセン
ターの中で完結している。

参考資料－108



利用する我々はそれぞれの区役所から仮想端末を見て、業務を行っている。仮想利用する我々はそれぞれの区役所から仮想端末を見て、業務を行っている。仮想
端末の接続先はデータセンターの中の各区の仮想環境であり、そこの中で動いて
いるパッケージを利用している。その中にはテスト用の検証環境もあり、動いて
いるかどうかということをデータセンターの中に監視センター、それからオペ
レータがそれぞれの区の仮想環境が動いているのかどうかを見ており、夜間など
はバッチを回したりテープの交換をしたりということもしている。
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自治体側のイメージとしては、データセンターに全てシステムがある。万が一自治体側のイメ ジとしては、デ タセンタ に全てシステムがある。万が
データセンターがダウンした時のために、リカバリーのサーバ、リカバリーの
データベースといったものはそれぞれの自治体のコンセプトに応じて用意してい
る。豊島区は割と割り切っており、リカバリーサーバはあるが、証明書の発行に
必要な 小限のデータしか取っていない。
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システムを利用して業務を行っている平日の９時から17時半くらいまでの時間にシステムを利用して業務を行っている平日の９時から17時半くらいまでの時間に
異常が発生しても対応できなかったものが、共同化後は異常が発生したときに
データセンターの常駐ＣＥがパーツをそろえて対応する。また常駐ＳＥもその後、
パーツ交換後の稼働についての対応をしていただくため、システム利用者は報告
を受けるだけであり、知らないうちに異常が回復しているといった解決までの時
間は大変短くて済み、システム利用者の負担も軽くて済む。
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次のメリットの監視強化ということで、９時から５時までだけではなくて、24時次のメリットの監視強化ということで、９時から５時までだけではなくて、24時
間365日ハードが動いているか、アプリが動いているかということを監視してい
る。ただ、ダウンリカバリー用のサーバについては自前で持っているため、これ
までどおりの監視となる。
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災害をいかに受けないかということで、このデータセンターはこの表にあるとお災害をいかに受けないかということで、このデ タセンタ はこの表にあるとお
り、過去にデータセンターの調達を行ったときの一般的な要求要件と比べると、
実際に今回調達したデータセンターのスペックはその倍近くある。
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オンプレミスの場合、システム運用開始の前の年にまず一定のお金が掛かってし
まうが、今回特別区のＰａａsを採用したため、サービス開始のところから費用が
発生するため、それまでの準備期間にかかる費用はなくなった。これだけ１億円
以上の費用が削減できた。月々のランニングも５年間で２割近い効果があった。
これは豊島区の単独利用でプロポーザルで業者選定した際に提示された金額と比
較して２割減ということである。以前（メインフレーム）と比較すると格段に下
がっている。
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豊島区は今までホストコンピュータで使っていたものを新しいオープンシステムに変えたが、他島区 今 使 新 、他
の３区がある程度標準化したパッケージを採用したため、この３区のルールにある程度合わせる
ことで、カスタマイズをほとんどしなくて済み、開発経費も削減でき、期間も当初の予定どおり
十分余裕をもってオープンの日を迎えられた。自治体間の情報共有体制を確立するため、４区の
課長が定期的に集まったり、または掲示板サービスを使い、情報連絡をしている。その中で、こ
のパッケージではない、人事給与等もこの４区で取り組むという話も出ている。

Ｑ．
カスタマイズの要求の抑制において、大きい自治体がパッケージを導入し、クラウド化なりを進
めていくに当た て パ ケ ジが不十分ではないか カスタ イズを大幅にしなくてはいけなめていくに当たって、パッケージが不十分ではないか、カスタマイズを大幅にしなくてはいけな
いのではないかということを良く聞くが、その部分について、特に人口の多いところがたくさん
入っているが、どのように対応されたのか。

Ａ．
オープン化に係ってきて感じたことは、帳票等の様式のカスタマイズはあるものの、カスタマイ
ズというよりはそれ以前にパッケージが何に基づいて作っているのかということがある。一番顕
著に感じたのは生活福祉である。生活保護のシステムというのは、普通の団体のパッケージで
は 一人のケースワーカーが その人の判断から お金の支払まで全て一人で行っているというは、 人のケ スワ カ が、その人の判断から、お金の支払まで全て 人で行っているという
考え方でパッケージが作られている状況である。それが大都市になると役割分担がはっきりして
おり、認定は認定、支払は支払、というように完全に分かれており、一人の人が全体の処理を行
うパッケージが使えるかというと、ほとんど使えない状況である。それは国保・税等の他のシス
テムにおいても同様であると思う。それが大都市になればなるほど、夜間バッチでまとめて作業
する割合を増やす必要性が増すため、どの人口規模で標準化しているかという視点でパッケージ
を選ぶかどうかがカスタマイズにつながってくるのではないかと強く感じた。今回豊島区は、23
区バージョンのパッケージを使用しており、20万から50万ぐらいの人口規模をある程度意識した
もので作っているため、それほどカスタマイズが発生しなかった。また、福祉のように各団体の
独自性が強い業務のシステムについては、どうしてもカスタマイズが発生すると考えられる。
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地方公共団体の情報システムの調達における課題であるが、地方公共団体で
情報システムを調達する場合に、機能要件の定義については機能の一覧で機
能の項目と内容を列挙したものを提示するケースが多くなっている。ただ、
そのような項目や内容だけでは、どのような目的で、業務のどのような場面
で利用されるのかという具体的なことを示すことが難しく、機能要件の解釈
が定まらないケースもある。そのような解釈が定まらないと、調達した場合
に公共団体側と業者側とで共通の認識を持てず、結果として追加のカスタマ
イズや、追加のカスタマイズを行うことによる開発の遅延発生というような
課題が発生している状況がうかがえる。 

 

（構成員コメント） 

北九州市では、システムの再編後に総括を行っており、業務フローの作成が
出来ていたかどうかというところで、開発工程の遅れや、中身の出来に差が
出ているのは事実である。調達に入る前に仕様書に業務フローを付けるよう
にという指導も行ってきたが、なかなか徹底できなかった。そうなると、追
加カスタマイズや手戻りも発生した。業務フローを検討することは非常に重
要であると思う。併せて、オープン系のシステムに変わっていく中で、職員
に必要な調達スキルも変わってきていると思っており、人材育成が必要だと
考えている。 
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この課題の解決策としては、機能要件を検討する際に、業務フロー図を用い
て検討をするということが考えられる。業務フローを利用することにより、
利用する場面や前提条件等が十分検討することが可能になり、地方公共団体
側と、事業者側との共通認識で齟齬が発生しないようにできる。図の方の真
ん中には業務フロー図を利用するということが書かれているが、この業務フ
ロー図については、右の青いところに書いているとおり、極力標準的なもの
で作るものが望ましいということで、例としてＢＰＭＮという国際標準にな
っているフロー図を載せている。これについては、記載方法等については別
途利用ガイドで示しているところである。地方公共団体と事業者の方で認識
に齟齬がなければ、追加カスタマイズや費用増大の抑制、開発遅延の防止に
つながると考えている。 

 

（構成員コメント） 

富山県では、企画段階で業務フローを付けることにしているが、大規模案件
だと職員が作成できないため、設計の中で業務フローも含めて成果物として
いただいている。システムを考えるときは業務フローなくしては考えられな
いので、必須としている。ただ、今回の自治体クラウドでは業務フローは作
らなかった。これは業務フローの作成は膨大な時間が掛かるためである。業
務フローを作らなくてもできた理由としては、業務の流れや中身は大きくは
変わらないという前提のもと、なくてもできると判断し発注した。そういっ
た意味では業務フローの必要性はケースバイケースの部分もある。 
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システムの開発の工程で業務フロー図の作成の範囲を示している。企画した
あとにまず業務フローを作成するということで、新しい業務システム、どの
ように業務を行うかということでフロー図を作成し、そのフロー図で機能要
件を盛り込んで調達仕様書を順次原案から作成をする。事業者の方にもＲＦ
Ｉ、情報提供を依頼したり、見積りなどを取得をして予算化を行う。最終的
に調達仕様書については、ＲＦＩの結果に基づき整理をしていく。その際に
はフロー図の訂正等もあるかと思う。このように調達の仕様書ができれば、
あとは事業者の選定、それから契約という流れになると思う。この業務フロ
ー図については、結果としてはどのような流れで業務が行えるかということ
で、業務の見える化、可視化ができるということで調達以外にも様々な効果
があると思う。 

 

（構成員コメント） 

要件定義を文書で羅列したものでは分かりにくい。業務フローで可視化する
ことで、例えばＲＦＩが２年にわたる場合でも十分に修正を加えられるとい
うことで、後から引き継いだ職員も参考にしてＲＦＩを更に高めることがで
きる。 
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調達以外にも業務改善等様々な効果がある。１点目としては、業務の品質の
確保ということである。これは、業務フロー図を開発以外の日常業務の運用
にも活用するということで、業務の運用マニュアルに取り組むと、どういう
流れで業務を行うかということが示されるので、業務の正確性の向上ととも
に、人事異動があった場合にも、新しく来た職員がその業務フロー図を見る
ことによって業務の方法が確実に継承され、業務の品質が確保できると考え
ている。また、フロー図ということで業務の見える化ができるので、問題点
も見いだしやすくなり、より効果的に業務の改善を図ることができるという
ことで、業務の品質が確保されると考えている。 
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２点目としては、業務フロー図が様々な団体で浸透していくと、団体間で共
有することにより、更に業務が洗練化するということである。他の団体と業
務についてどういうやり方で行っているのかという比較が可能になることで、
お互いの優れた点、工夫している点が共有でき、更に業務の改善が進むとい
うことである。 
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３点目としては、他の団体と比較をするということが可能になるため、最終
的には共同利用、クラウド化の促進につながると考えている。他団体との業
務の共通点と、逆に違う点が見えてくることで、いかに違った点を標準化に
持っていくかという検討を具体に進めやすくなるだろうと考えている。最終
的には共同利用でクラウド化に移行という方向に促進されるのではないかと
考えている。 
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昨年の３月に10の指針の中の指針５で業務フローによる業務標準化というこ
とで示されている。７ページ、８ページに参考資料としてあるが、この１～
４の内容が私どもの調査・研究でもそのとおりだということが分かってきた
ところである。 
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成果物ということでだが、調査研究の報告、これは研究の経緯等どういうこ
とをやったかということであるが、それ以外に利用ガイドがある。これはＢ
ＰＭＮというものが国際標準としてあり、その紹介を行っている。また、事
例としては、地方公共団体でＢＰＭＮを使うというのはまだ少ないというこ
とで、ＢＰＭＮ以外のフローも例示としては載せているというところである
。 

 

Ｑ． 

今回のＪ－ＬＩＳの研究は、主に政令市や40万人以上の団体の方が入られて
おり、自分たちで調達する際に使うことを想定しており、議論が小規模団体
にはなかなかいかないところがあるが、自治体クラウドや共同アウトソーシ
ングでも参考になると思うが、今後Ｊ－ＬIＳで小規模団体への展開などは考
えられないか。 

 

Ａ． 

今後のことはまだ考えていないが、団体側の方で業務フローを作るというこ
とだが、例えばパッケージのソフト側でもフローを前提としたパッケージな
っているということが提示されれば、団体側のフロー図と見比べて、カスタ
マイズしなくてもいい等の検討もできるという思いはある。 
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その利用ガイドを抜粋したものでＢＰＭＮの紹介となっている。 
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里
町

,上
里

町
,寄

居
町

,宮
代

町
1
8

8
3
0
3
,9

3
7

神
奈

川
県

町
村

情
報

シ
ス

テ
ム

共
同

事
業

組
合

神
奈

川
県

葉
山

町
,寒

川
町

,大
磯

町
,二

宮
町

,中
井

町
,大

井
町

,松
田

町
,山

北
町

,開
成

町
,箱

根
町

,真
鶴

町
,湯

河
原

町
,愛

川
町

,清
川

村
1
4

9
2
4
5
,5

5
5

東
三

河
共

同
調

達
グ

ル
ー

プ
愛

知
県

豊
川

市
,新

城
市

,設
楽

町
,東

栄
町

,豊
根

村
5

1
0

2
3
3
,5

8
7

奈
良

県
基

幹
ｼ
ｽ

ﾃ
ﾑ

共
同

化
検

討
会

奈
良

県
香

芝
市

,葛
城

市
,川

西
町

,田
原

本
町

,上
牧

町
,広

陵
町

,河
合

町
7

1
1

2
2
4
,2

4
1

宮
崎

県
延

岡
市

,日
向

市
,門

川
町

,美
郷

町
,日

之
影

町
5

1
2

2
1
2
,2

9
9

置
賜

広
域

行
政

事
務

組
合

電
算

シ
ス

テ
ム

共
同

ア
ウ

ト
ソ

ー
シ

ン
グ

山
形

県
米

沢
市

,長
井

市
,南

陽
市

,高
畠

町
,川

西
町

,白
鷹

町
,

飯
豊

町
7

1
3

2
1
0
,5

4
4

大
分

県
自

治
体

ク
ラ

ウ
ド

A
c
ro

c
it
y協

議
会

大
分

県
日

田
市

,杵
築

市
,宇

佐
市

,豊
後

大
野

市
,九

重
町

5

1
4

2
0
6
,8

6
5

T
o
ps

2
1
-
e
協

議
会

大
分

県
臼

杵
市

,由
布

市
,豊

後
高

田
市

,津
久

見
市

,国
東

市
,

竹
田

市
,日

出
町

,姫
島

村
8
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グ
ル

ー
プ

総
人

口
(H

2
6
.1

.1
時

点
)

名
称

等
構

成
団

体
団

体
数

1
5

2
0
4
,6

8
7

諏
訪

広
域

連
合

長
野

県
岡

谷
市

,諏
訪

市
,茅

野
市

,下
諏

訪
町

,富
士

見
町

,原
村

6

1
6

2
0
0
,8

5
3

弘
前

地
区

電
算

共
同

化
推

進
協

議
会

青
森

県
弘

前
市

,大
鰐

町
,田

舎
館

村
,西

目
屋

村
4

1
7

1
9
5
,4

8
5

広
島

県
市

町
情

報
シ

ス
テ

ム
共

同
利

用
推

進
会

議
広

島
県

廿
日

市
市

,江
田

島
市

,熊
野

町
,安

芸
太

田
町

,北
広

島
町

5

1
8

1
9
3
,5

1
7

富
山

県
射

水
市

,滑
川

市
,上

市
町

,入
善

町
,朝

日
町

,舟
橋

村
6

1
9

1
8
9
,4

1
0

長
野

県
伊

那
市

,駒
ヶ

根
市

,辰
野

町
,箕

輪
町

,飯
島

町
,南

箕
輪

村
,中

川
村

,宮
田

村
8

2
0

1
8
1
,1

1
1

西
い

ぶ
り

広
域

連
合

北
海

道
室

蘭
市

,登
別

市
,伊

達
市

,壮
瞥

町
4

2
1

1
6
7
,9

9
2

北
海

道
自

治
体

情
報

シ
ス

テ
ム

協
議

会

北
海

道
別

海
町

,む
か

わ
町

,喜
茂

別
町

,蘭
越

町
,ニ

セ
コ

町
,共

和
町

,島
牧

村
,新

得
町

,沼
田

町
,寿

都
町

,中
富

良
野

町
,津

別
町

,置
戸

町
,泊

村
,奈

井
江

町
,更

別
村

,浜
中

町
,標

茶
町

,鹿
追

町
,え

り
も

町
,陸

別
町

,真
狩

村
,標

津
町

,佐
呂

間
町

,中
標

津
町

,
安

平
町

,仁
木

町
,羅

臼
町

2
8

2
2

1
5
5
,7

5
8

和
歌

山
県

橋
本

市
、

奈
良

県
大

和
郡

山
市

2

2
3

1
5
4
,3

8
8

い
ば

ら
き

自
治

体
ク

ラ
ウ

ド
基

幹
業

務
運

営
協

議
会

茨
城

県
常

陸
大

宮
市

,那
珂

市
,か

す
み

が
う

ら
市

,五
霞

町
4

2
4

1
5
1
,8

3
5

杵
藤

地
区

広
域

市
町

村
圏

組
合

佐
賀

県
武

雄
市

,鹿
島

市
,嬉

野
市

,大
町

町
,江

北
町

,白
石

町
6

2
5

1
4
3
,1

6
4

福
井

坂
井

地
区

広
域

市
町

村
圏

事
務

組
合

福
井

県
坂

井
市

、
あ

わ
ら

市
,永

平
寺

町
,

3
2
5

,
福

井
坂

井
地

区
広

域
市

町
村

圏
事

務
組

合
福

井
県

坂
井

市
、

あ
わ

ら
市

,永
平

寺
町

,
3

2
6

1
4
2
,5

7
6

会
津

地
方

市
町

村
電

子
計

算
機

管
理

運
営

協
議

会
福

島
県

会
津

若
松

市
,北

塩
原

村
,磐

梯
町

,湯
川

村
,柳

津
町

,
金

山
町

,昭
和

村
7

2
7

1
3
5
,0

0
0

佐
賀

県
唐

津
市

,玄
海

町
2

2
8

1
1
0
,8

3
0

福
岡

県
宇

美
町

,志
免

町
,須

恵
町

3
2
9

1
1
0
,4

1
6

高
知

県
南

国
市

,香
南

市
,香

美
市

3

3
0

1
0
5
,0

3
4

秋
田

県
町

村
電

算
シ

ス
テ

ム
共

同
事

業
組

合
秋

田
県

小
坂

町
,上

小
阿

仁
村

,藤
里

町
,三

種
町

,八
峰

町
,五

城
目

町
,八

郎
潟

町
,井

川
町

,大
潟

村
,美

郷
町

,羽
後

町
,東

成
瀬

村
1
2

3
1

1
1
2
,3

0
4

和
歌

山
県

電
子

自
治

体
推

進
協

議
会

和
歌

山
県

有
田

市
,御

坊
市

,由
良

町
,印

南
町

,上
富

田
町

,美
浜

町
,串

本
町

7

3
2

8
5
,3

2
6

高
石

市
・
忠

岡
町

・
田

尻
町

自
治

体
ク

ラ
ウ

ド
大

阪
府

高
石

市
,忠

岡
町

,田
尻

町
3

3
3

8
5
,2

3
0

高
知

県
中

西
部

Ａ
Ｓ

Ｐ
利

用
型

住
民

情
報

シ
ス

テ
ム

運
営

協
議

会
（
高

知
県

中
西

部
電

算
協

議
会

）
高

知
県

土
佐

市
,須

崎
市

,中
土

佐
町

,津
野

町
,四

万
十

町
5

3
4

7
9
,1

2
8

滋
賀

県
愛

荘
町

,日
野

町
,竜

王
町

,豊
郷

町
,甲

良
町

,多
賀

町
6

3
5

7
6
,3

9
6

総
合

行
政

シ
ス

テ
ム

共
同

化
推

進
機

構
宮

崎
県

川
南

町
,都

農
町

,木
城

町
,高

原
町

,え
び

の
市

,
熊

本
県

錦
町

6
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口
(H

2
6
.1

.1
時

点
)

名
称

等
構

成
団

体
団

体
数

3
6

6
5
,8

9
0

田
川

地
区

シ
ス

テ
ム

共
同

構
築

協
議

会
福

岡
県

大
任

町
,添

田
町

,赤
村

,香
春

町
,糸

田
町

,福
智

町
6

3
7

6
3
,7

1
6

岐
阜

県
美

濃
加

茂
市

,坂
祝

町
2

3
8

6
3
,3

7
0

北
海

道
電

子
自

治
体

共
同

運
営

協
議

会
北

海
道

留
萌

市
,深

川
市

,新
冠

町
,豊

頃
町

,弟
子

屈
町

5
3
9

5
9
,0

3
7

石
川

県
輪

島
市

,穴
水

町
,能

登
町

3
4
0

5
8
,9

5
5

西
多

摩
郡

町
村

電
算

共
同

運
営

協
議

会
東

京
都

瑞
穂

町
,日

の
出

町
,奥

多
摩

町
,檜

原
村

4
4
1

5
8
,7

6
8

兵
庫

県
養

父
市

,朝
来

市
2

4
2

5
7
,3

6
6

峡
南

広
域

行
政

組
合

山
梨

県
市

川
三

郷
町

,富
士

川
町

,早
川

町
,身

延
町

,南
部

町
5

4
3

5
6
,4

1
9

北
海

道
名

寄
市

,士
別

市
,今

金
町

3
4
4

4
2
,8

1
5

徳
島

県
阿

波
市

,佐
那

河
内

村
2

4
5

3
2
,0

4
0

徳
島

県
板

野
町

,美
波

町
,海

陽
町

3
4
6

3
0
,3

2
1

山
形

県
庄

内
町

,三
川

町
2

4
7

2
7
,4

0
4

留
萌

地
域

電
算

共
同

化
推

進
協

議
会

北
海

道
増

毛
町

,小
平

町
,苫

前
町

,羽
幌

町
,初

山
別

村
,遠

別
町

,天
塩

町
7

4
8

2
5
,5

3
5

新
潟

県
出

雲
崎

町
,関

川
村

,聖
籠

町
3

4
9

2
0
,5

5
3

邑
智

郡
総

合
事

務
組

合
鳥

取
県

川
本

町
,美

郷
町

,邑
南

町
3

5
0

2
0
,2

4
7

岩
手

県
野

田
村

,普
代

村
,大

槌
町

3
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北部九州情報化推進協議会における主な活動成果

運用コスト削

減 

【可視コスト】 

・イニシャルコスト及びランニングコスト（システム使用料）の削減(単独カ

スタマイズ導入時に比して) 

・法改正時のシステム改修コストの削減(単独利用自治体に比して 10～20%O

削減) 

・電気代削減(直方市試算 ｻｰﾊﾞ 17 台+ﾗｲﾝﾌﾟﾘﾝﾀ 2 台分 年間約 80 万円削減)

・業務標準化において納付書や医療証等を共通化することにより共同大量発

注を可能とし印刷コストを削減 

【不可視コスト】 

・庁舎設置機器類が減少するため、メンテナンスの手間が大幅に減少し、機

器類リース契約等調達事務が大幅に減少 

・業務標準化に取り組むことにより、事務効率が向上し人員削減効果が生じ

る 

・業務標準化により効率的な業務運用となり、機構の見直しを含む行革効果

も生じている 

業務標準化に

よるカスタマ

イズの削減と

事務の効率化 

事務局(飯塚市情報部門)担当者が順次クラウド移行自治体に入り、当該自治

体電算部門や基幹系業務主幹課職員と運用等について協議しながら調整。汎

用性が高く事務効率が向上するカスタマイズ要望については、標準機能とし

てパッケージシステムに実装。結果、機能要件は拡充しカスタマイズは削減、

各自治体の利便性及び事務効率が向上している。また、基幹系システムにつ

いてはマルチベンダーで構成されているため、各ベンダーに対し業務標準化

の協力を依頼、ベンダー間インターフェースやシステム運用についても事務

局が調整を行うことにより、実務者レベルにおいて、より効率的なシステム

運用を可能としている。 

自治体間連携 標準化作業を通じて、会員自治体の現場職員の「顔」が見えるようになり、

他自治体現場との橋渡しも行われる。また、協議会の「仲間」という意識も

生まれ、結果として基幹系業務の自治体間情報交流が活発化している。 

自治体職員の 

レベルアップ 

【業務主幹課】 

他自治体の業務運用手法に触れる機会が増え、自団体より効率的あるいは正

しい運用を行っている他団体の手法を採用するという事例が生じている。 

【電算部門】 

標準化作業に関わることにより、自団体の原課業務運用状況の把握等、知見

向上と調整能力が培われている。 
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A社 Ｂ社 Ｃ社 Ｄ社 Ｅ社 Ｆ社

1 情報システムの基本方針 

（1）
○ ○ ○ ○ ○ ○

（2） ○ ○ （記載なし） ○ ○ ○

（3）
年度内取得に向けて準備中

一部認定済み。他は申請準
備中

（記載なし） ○ 現在のところ予定なし ○

（4）
○ ○ ○ ○ （記載なし） （記載なし）

（5） ○ ○ ○ ○ ○ ○

2 パッケージ全般に関する情報 

（1） パッケージ製品の概要 ■概要 ■概要 ■概要 ■概要 ■概要 ■概要

・住基、税、福祉業務間での
シームレスな連携
・統合型DBによる、全庁的
に利用する基本情報の一元
管理
・外部接続インターフェース
を地域情報プラットフォーム
仕様に準じて公開

・共通機能（総合DB、共通
DB、業務システム間連携、認
証基盤、EUC機能、バッチ処
理、ログ管理、外字管理）
・操作権限管理（ログイン、業
務資格権限設定機能、業務
間参照権限）
・バッチ処理（オンラインバッ
チ＋夜間バッチ）
・EUC機能

・２０１０年１月から自治体向けク
ラウドサービスを開始。
・住民情報系は、県域データセ
ンターでのサービス提供を原則
としている。
・ノンカスタマイズで運用する仕
組み（豊富なパラメータ(2100項
目）設定、豊富なEUCの活用）

・パッケージ製品は豊富な
製品のラインアップがあ
り、自治体業務をほぼ網
羅。
・100を超えるラインアッ
プ。順次追加しており、将
来性、拡張性を持った総
合行政システム

・充実メニューの高機能シス
テム
・時代の変化にすばやく対
応するシステム
・情報の集約・一元管理で
職員負荷軽減
・OSライフサイクルコストに左
右されないシステム
・充実したセキュリティとシス
テム活用の両立

・ 新の技術を使用した
Web型の住民情報系システ
ム
・お客様の声と経験を反映
したシステム
・様々な人口規模での稼動
実績
・システムの安定性を高い
レベルで実現

・パッケージ製品の詳細 □操作性 □操作性 □操作性、経済性
・GUIの採用（入力画面レイ
アウト工夫、入力項目の色分
け、付箋紙機能、スクロー
ル・タブ機能、見やすい電子
帳票機能等）
・アクセシビリティ（日付け入
力の簡素化、データ更新時
の論理チェック、処理ナビ
ゲーション　等）

・ｱｸｾｼﾋﾞﾘﾃｨ指針（JISX8431)
に準拠
・利便性を高める操作機能
（印刷プレビュー機能、入力
チェック機能、氏名・住所の
全桁一括表示、文字の拡大
機能、入力ミスを低減するイ
メージエントリー機能、オンラ
インマニュアル　等）

（記載なし） （記載なし） （記載なし）

□経済性 □経済性

　・相違部分のパラメータ化
　・共通データベースでの管
理
　・EUC機能、オンライン
　　バッチ機能

　・相違部分のパラメータ化
　・共通データベースでの管
理
　・EUC機能、オンラインバッ
チ機能

（記載なし） （記載なし） （記載なし）

□拡張性 □拡張性 □拡張性
・地域情報プラットフォーム
に準拠

・地域情報プラットフォームに
準拠 （記載なし） （記載なし） （記載なし）

・地域情報プラットフォーム
に準拠

■導入実績 ■導入実績 ■導入実績 ■導入実績 ■導入実績 ■導入実績

　・全国1000システム以上 　（記載なし）

（2）

①提供可能な業務の単位 25業務 25業務 25業務 25業務 25業務 １９業務
【詳細は別紙のとおり】 ※内部系提供なし

②提供形態と料金体系 ■SaaS型 ■ＳaaＳサービスの料金体系
　・人口規模による 　・基本サービス利用料
■共同利用型 　・標準導入支援サービス費用
　・共同利用団体数による 　・保守サービス費用
■プライベート型 　・追加サービス（オプション）
　・個別見積りによる 　・回線費用（LGWAN以外の回線）

（3） ■法改正

■市町村及び県条例改正

　・有償

（4） □連携情報実績 □連携情報実績 □連携情報実績 □連携情報実績 □連携情報実績 □連携情報

　　　　（記載なし）

（5） ■バージョンアップ（機能追
加含む）

■バージョンアップ（機能追
加含む）

■バージョンアップ（機能追加
含む）

■バージョンアップ（機能
追加含む）

■レベルアップ（機能追加） ■バージョンアップ（機能
追加含む）

　・定期的（年１～２回）実施
　・小規模な法改正対応
　・利用料の範囲内

富山県朝日町、射水市、上市町、滑川市、入善町、舟橋村における自治体クラウドに関する情報提供【RFI】ベンダー別内容一覧

区分

Web型システムであること

APPLICの地域情報プラットホームに準
拠登録していること

　〃　の相互接続確認の認定を受けて
いること

原則パラメタの設定変更で適用できるこ
と

他システムとのシステム連携ができること

・統一された操作性
・メモ登録機能
・一括処理の起動
・一括処理設定条件の履歴
管理
・一括処理の自動運転
・ミニﾍﾙﾌﾟ画面を装備
・他業務への直接的な画面
遷移
・オンラインマニュアルを装
備
・作表処理の効率化
・スムーズな画面展開
・対象者の正確な把握
・日付入力の支援機能
・文字拡大表示機能
・イメージ処理機能
・外字移行
・住所辞書

　・１１１団体（導入中含む）
　・グループサポート　１７１
団体

　・総合行政システム　220団
体
　・総合福祉システム　100団
体

　・住民情報システム　400団体
　・財務会計システム　250団体
　・文書管理システム　130団体

　・住民記録　19団体
　・税務　　　　2２団体
　・国保年金　２２団体
　・収納　　　　２２団体
　・介護保険　19団体

提供可能な業務の単位とそれぞれの料
金体系

■業務単位での個別導入が
可能
　・基本メニュー⇒住基、税、
保険など必須業務
　・選択メニュー⇒福祉系、
内部系業務

■サブシステム単位での
提供

■提供サービス
　・業務グループ単位で提
供するもの
　・単独で提供可能なもの

法、条例改正に伴うシステム改修への対

同　左 同　左 同　左

　・サービス範囲内。ただし、
①ｶｽﾀﾏｲｽﾞ資産等の改修、
②補助金・交付金支給対象
の法制度改正、③新法対応
等の大規模改正について
は、有償

〃 〃 〃

■料金は人口規模を反映

同　左 同　左

〃

他業務システムとの連携実績

　・戸籍、GIS、課税支援、滞
納管理、上水道使用料、農
地管理、家屋評価、
eLTAX、人事給与、健康管
理

・戸籍管理情報、農地台帳、
家屋評価情報、OCR情報、コ
ンビニ情報、国保連合会情
報、後期高齢者医療情報、
認定審査会情報、税務署申
告データ、年金特徴データ、
電子申告データ

・外国人異動情報、外国人本人
確認情報、特徴対象者情報（国
保、介護、後期）、介護認定情
報・介護支援事業者情報、住記
情報、後期被保険者情報、後期
保険料情報、各種報告書、転入
通知、転出証明書情報通知、所
得照会、戸籍附票記載通知、コ
ンビニ入金情報、口座振替情
報、口座振替依頼情報、固定資
産単価情報、土地・家屋評価額
情報、登記異動通知、確定申告
書、給与支払報告書など

　・戸籍、住基、自動交付
機、介護保険

・戸籍総合システム、自動
交付機、介護保険、後期高
齢者医療、滞納管理、家屋
評価計算、地図情報、
eLTAX等

□APPLICの地域情報プ
ラットフォームに準拠して
いるため、SOAPインター
フェイスや連携インター
フェイスを用いて他システ
ムとシームレスに連携可能

□地域情報プラットフォーム
に準拠

〃

・標準機能として改善機能
提供
・利用料の範囲内
・補助金がでるような改正
は有償

　・要望や意見を集約し、年
１回程度の定期的なバー
ジョンアップに反映

バージョンアップ、機能追加改善等に対
する考え方・手法

　・定期的に実施
　・サービス利用料の範囲内
　・ただし、自治体特有の業
務サービスになる場合は有
償

　・要望や意見を集約し、年１
回程度の定期的なバージョン
アップに反映

　・要望数の多いものから採用
　・富山県において共通的に必
要となる機能は、「富山県版」とし
て標準対応
　・無償

参考資料－141



A社 Ｂ社 Ｃ社 Ｄ社 Ｅ社 Ｆ社区分

（6） □パッケージ適用実績 □パッケージ適用実績 □パッケージ適用実績 □パッケージ適用実績 □パッケージ適用実績 □パッケージ適用実績

　・あり 　・あり（３団体他） 　・あり 　・あり（５０システム以上） （記載なし） 　・あり（15万人規模以上９団体）

　　・プライベートクラウド 　・ノンカスタマイズに向けた
取り組みをお願い

　・パッケージに固有機能をアド
オンすること等の方法で対応可
能

　・クラウド導入実績あり 　・一部の適用パッケージが
異なる （記載なし）

（7） ■実績あり ■実績あり ■実績あり ■実績あり ■実績なし ■実績あり

　・２８団体 　・共同利用型　12団体 ・住民情報系　３０団体 　・共同利用型　41団体 　・共同利用型　4団体
　・単独利用型　  3団体 　・内部情報系　２３団体 　・単独利用型　42団体

2 運用サービスに関する情報

（1） ■概要 ■概要 ■概要 ■概要 ■概要 ■概要

　・SLAを意識した品質管理 　・オンサイトによる運用支援 　（記載なし）

　・データセンターの運用

　・サービスサポート（検討
中）

　・保守（定期リビジョンアッ
プは年一回保守料の範囲
で対応）

　・バッチ処理（マスタ件
数、システム件数、出力物
の運用などを考慮して安全
確実かつ迅速に実施）

■データセンターの場所 ■データセンターの場所 ■データセンターの場所 ■データセンターの場所 ■データセンターの場所 ■データセンターの場所

　・指定なし 　・県外を想定 　・指定なし

■SLA ■SLA ■SLA ■SLA ■SLA ■SLA
　・要求を完全に充足 　・要求をほぼ充足 　　（記載なし） 　　（記載なし） 　　（記載なし）

（2） □ユーザー単位で認証 □人的対策 □情報漏洩を防御
　・ID、パスワード認証 （記載なし）

□利用権限設定

□技術的対策 　・不正なデータ入力を防御

□運用管理
　・アクセスログ採取・管理
　・バッチ処理の起動

□物理的対策

3 データセンターに関する情報

（1） □概要 □概要 □概要 □概要 □概要 □概要
　・24時間365日運用 　・24時間366日運用 　・全国55箇所のデータセンター

・国内 高級の安全対
策

・地域密着型（各県１箇
所）

　・堅牢な建物 　・堅牢なデータセンター 　・堅牢な建物 　・万全のセキュリティ対策 　・強靭なファシリティ

　・充実したセキュリティ対策 　・充実したセキュリティ対策 　・充実したセキュリティ対策 　・都市型データセンター 　・堅牢な建物 　・多彩なNW接続環境

　・信頼のサポート体制 　・信頼のサポート体制 　・信頼のサポート体制 　・充実したセキュリティ対策 　・万全のセキュリティ対策
　 　・信頼のサポート体制 　・24時間365日の保守運用

　・高品質なインターネット

（2） □充実したセキュリティ対策 □国内 高レベルのセキュ
リティ

□強固なセキュリティ対策 □国内 高級の安全対
策

□強固なセキュリティ対策 □抜群の耐力

　・震度７クラスの耐震性 　・震度７クラスの耐震性 　・免震床、防火防水設備 　・新耐震基準適合  ・基礎免震構造 　・火災対策
　・安定した電源供給 　・安定した電源供給 　・安定した電源供給 　・安定した電源供給 　・万全な電力バックアップ
　・センター設備の冗長化 　・防犯・セキュリティ設備 　・生体認証、監視カメラ 　・設備の冗長化 　・ビルセキュリティ体制の

強　・生体認証、監視カメラ 　・安定した電源確保 　・不正アクセス対策　など 　・生体認証、監視カメラ 　・災害に強い体制
　・不正アクセス対策　など 　・センター設備の冗長化 　 など

　・複数段階にわたるセキュリティ

　・不正アクセス対策　など

（3） ■サービス利用料内 ■サービス利用料内 ■サービス利用料内 ■サービス利用料内 ■サービス利用料内 □ラック料金

・初期費用10万円＋102千
円～204千円/月額（アンペ
アによる）

（4）
□日次でのバックアップ □日次でのバックアップ □日次でのバックアップ □日次でのバックアップ

※遠隔地バックアップはオプション 　・５世代（月～金）管理 　・５世代以上（１ヶ月保管） 　・耐火金庫等で保管

4 回線に関する情報

（1） □VPN回線　
□LGWANを推奨

（記載なし）

　

２０万人規模の市へのパッケージ適用の
可否

■２０万人規模の団体への
クラウド導入

■２0万人規模の団体への
クラウド導入

他市町村での基幹系及び内部系業務
の共同利用型（※)クラウドの導入実績、
単独利用型クラウドの導入実績、導入方
法

概要

■２０万人規模の団体への
クラウド導入

■２０万人規模の団体へのク
ラウド導入

■２０万人規模の団体へのクラ
ウド導入

■２０万人規模の団体へ
のクラウド導入

　・総務省のASP/SaaSガイド
ラインを指針として採用

　・ヘルプデスク（受付、業務
支援等）

　・基幹系業務システムは、県域
単位でのサービス

　・アプリケーションサービ
ス（8：00～20：00（延長は
有償））

　・可用性（サーバ仮想化、
障害対応、リカバリーの設
置）

　・内部情報系システムは、全国
統一型でのサービス

　・サービスデスク（月次報
告、問合せ対応）

　・信頼性（サーバ仮想化、
VMｗａｒｅによる仮想サーバ
の移動）

　・ISO/IEC20000に則ったア
ウトサーシングサービス

　・窓口をヘルプデスクに一本化
し、業務運用支援

　・システム運用（バック
アップ、監視、機器更新、
OSバージョンアップ等）

　・オプションサービス（コ
ンサルテーション、BPO、
時間外対応、補助金が下
りる規模の法改正対応、
サービスデスクの追加）

　・処理性能要件（候補者
検索、ﾃﾞｰﾀ照会、ﾃﾞｰﾀ更
新、帳票印刷に許容値設
定）

　・基幹系業務システムは、各地
域のデータセンター利用

　・共同利用型は、各地域
のデータセンター利用

　・富山市内のデータセン
ターを利用

・内部情報系業務システムは、
自社データセンター利用

・単独利用型は、自社
データセンター利用

　・要求を充足

セキュリティ □オペレーション業務に関する
セキュリティ

□ITリソースや運用は共
有し、環境は仮想化して
団体毎に構築

　・認証取得、教育訓練、入
退室時の持ち物検査　など

　・職員個別のID・パスワー
ドを使用

　・教育実施、パスワード認証、
作業記録　・ユーザ、グループ単位で

の設定、更新・参照・発行等
に応じた設定、EUC機能の
権限設定。外部デバイスの
利用権限設定、クライアント
へのソフトウェア権限設定

　・データバックアップ、
LGWAN利用、クラウド環境内
での対策、多段階の不正アク

策

□運用維持管理業務に関する
セキュリティ
　・PSW変更、不要アカウント削
除、紙データ・電子データからの
漏洩防止　・データセンター利用、ID

カード・生体認証、誤配送の
防止　など

概要

　・富山、札幌、仙台、名古
屋、大阪など

セキュリティレベル

　・津波高波の影響を受けに
くい立地条件

□総務省ガイドラインに準
拠

料金体系

・指定以外のデータセンター
利用は見積りの範囲外

データのバックアップ保管

□遠隔地バックアップも可
能

ＬＧＷＡＮ又は県が提供する回線以外
の方法

□LGWAN、VPN、とやまマルチ
ネットのいずれでも可能

□LGWAN、VPN、ビジネ
スイーサーのいずれでも
可能

□LGWAN、広域イーサー
のいずれでも可能であるが、
LGWANを推奨

□遠隔地バックアップも可
能

□遠隔地バックアップも可能 □遠隔地バックアップも可能 □遠隔地バックアップも
可能

□遠隔地バックアップも可
能
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5 費用に関する情報

（1）

6 データ移行に関する情報

（1） □データ移行、検証ツール
を活用したデータ移行

□データ移行、検証ツールを
活用したデータ移行

□データ移行、検証ツールを活
用したデータ移行

□データ移行、検証ツー
ルを活用したデータ移行

□全件移行を基本とした
データ移行

□移行ツールを活用

□統一文字コードに変換し
た後の文字コード変換

□中間データﾍﾞｰｽ利用によ
るデータ移行

□データ移行の基本方針 □中間標準レイアウト仕様
（総務省）の活用

□自社システム間移行 □専任のﾃﾞｰﾀ移行チーム
による対応

□「ﾃﾞｰﾀの表現形式の標準
化」（総務省）に参加

　・職員負担の大幅軽減

7 他システムとのデータ連携に関する情報

（1）

8 アウトソーシングに関する情報

（1） □サービス内容 □サービス内容 □サービス内容 □サービス内容 □サービス内容 □サービス内容

9 その他

□導入時 □共同化の重要事項 □基本方針、実行スキーム策定 □単独利用型を推奨

・中心自治体が必要 ・実務者による細目の検討 ・すばやい導入が可能 （記載なし）
・目的の明確化 ・到達目標の共有化
・調整時間、場所の確保 ・標準化の徹底
・情報共有 ・既存ベンダーとの関係継続
・標準サービス適用外案件

等 □規模に関係なく安くなるか
□運用時 □職員は楽になるか
・事業推進自治体が必要
・SLAの契約締結
・情報管理部門と原課の役
割分担

□信頼性はバックアップは
十分か

公的認証
（品質）

・品質マネージメント
（ＩＳＯ９００１）

・品質マネージメント
（ＩＳＯ９００１）

・品質マネージメント
（ＩＳＯ９００１）

・品質マネージメント
（ＩＳＯ９００１）

・品質マネージメント
（ＩＳＯ９００１）

・品質マネージメント
（ＩＳＯ９００１）

（環境）
・環境マネージメント
（ＩＳＯ１４００１）

・環境マネージメント
（ＩＳＯ１４００１）

・環境マネージメント
（ＩＳＯ１４００１）

・環境マネージメント
（ＩＳＯ１４００１）

・環境マネージメント
（ＩＳＯ１４００１）

（セキュリティ）
・情報セキュリティマネージメ
ントシステム（ISMS）

・情報セキュリティマネージメ
ントシステム（ISMS）

・情報セキュリティマネージメント
システム（ISMS）

・情報セキュリティマネージ
メントシステム（ISMS）

・情報セキュリティマネージメ
ントシステム（ISMS）

・情報セキュリティマネージ
メントシステム（ISMS）

（セキュリティ）
・個人情報保護ネージメント
システム（Pマーク）

・個人情報保護マネージメン
トシステム（Pマーク）

・個人情報保護マネージメントシ
ステム（Pマーク）

・個人情報保護マネージメ
ントシステム（Pマーク）

・個人情報保護マネージメン
トシステム（Pマーク）

・個人情報保護マネージメ
ントシステム（Pマーク）

（ＩＴサービス）
・ITサービスマネジメント
（ＩＳＯ２００００）

・ITサービスマネジメント
（ＩＳＯ２００００）

・ITサービスマネジメント
（ＩＳＯ２００００）

・ITサービスマネジメント
（ＩＳＯ２００００）

・ITサービスマネジメント
（ＩＳＯ２００００）

・ITサービスマネジメント
（ＩＳＯ２００００）

「各市町村が単独でクラウド（SaaS）を利
用する場合」と「市町村が共同でクラウド
を利用する場合」の利用料金 （導入費、
データ移行費、サービス利用料（年額））

※左に含まれていない費用（共通）
　　・ネットワーク構築、クライアント、プリンターの費用
　　・大量出力帳票のスウトソーシング費用
　　・個別システムとの連携費用
　　・既存システムのﾃﾞｰﾀ抽出費用

効果的、効率的なデータ移行について

　・移行対象は業務上必要となる
データ□既存ベンダーとの連携が

不可欠
□現行システムをグルーピン
グし、対応方法を確立

クラウド化した基幹業務システムと各市
町村の内部情報系システムや独自シス
テムとのデータ連携を行う場合の効果
的、効率的なデータ連携方式

□APPLIC(自治体業務アプ
リケーションユニット標準仕
様V2.3）に準拠

□APPLIC準拠の標準イン
ターフェイスを有している場
合は、スムーズな連携が可能

□構築ベンダに依存しないデー
タ連携を中間連携システムの導
入により実現

□共同利用に参加するにあたっ
ての方針決定、内部調整

□職員に負担がかからない
データ移行

□職員に負担がかからない
データ移行　・ISMS規定に則り、データ移行

を実施

□連携サーバを介して
データセンターへファイル
転送を行う

□中間サーバ経由での連携 □統合連携データシステム
の構築

・大量帳票印刷、入力支援、
業務支援

・大量帳票印刷、封入・封緘、搬
送など

・大量帳票印刷、封入・封
緘、搬送など

上記以外に考えられる問題点・課題等

・大量帳票印刷、運転監
視、ヘルプデスク、データ
エントリー

□業務フロー仕様の統一が
可能か

□文字コードの統一が可能
か

□データセンーは本当に堅
労か

・大量帳票印刷、封入・封
緘、搬送など

□DC・回線費用が嵩むので
は□共同利用に参加するにあたっ

ての個別調整事項への対応

□APPLIC準拠同士であ
ればSOAP連携も可能

大量帳票の印刷や封入封函等の業務
アウトソーシングについて、クラウド化の
オプションとしての外部委託の考え方

・大量帳票印刷、封入・封
緘、搬送など

■費用に関する情報
・市町村に対しては、この表を使っての金額提示しない。「金額提示あり」「金額提示
なし」のみ。
・ただし、個別に金額は提示する予定。
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富山県市町村共同利用型自治体クラウドサービス提供業務の実施に関する協定書 

射水市（以下「甲」という。）、滑川市（以下「乙」という。）、入善町（以下「丙」

という。）、上市町（以下「丁」という。）、朝日町（以下「戊」という。）及び舟橋

村（以下「己」という。）は、富山県市町村共同利用型自治体クラウドサービス提供業

務（以下「提供業務」という。）の実施について、次のとおり協定を締結する。 

（目的） 

第１条 この協定書は、提供業務の実施における事業者選定、契約、事業期間及び実施

業務に関する基本的事項を定めるとともに、参加市町村が遵守すべき事項を定め、円

滑な事業実施に寄与し、もって住民サービスの向上を図ることを目的とする。 

（用語の定義） 

第２条 この協定書において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところ

による。 

(1) 参加市町村 

甲、乙、丙、丁、戊及び己とする。 

(2) 事業者 

参加市町村との契約に基づき、当該参加市町村が第４号に規定する事業対象業

務について必要とするサービスを自己が所有する情報システムを利用し提供する

者をいう。 

(3) 共同利用型自治体クラウドサービス 

市町村が、外部のデータセンターにおいて、高いセキュリティ水準のもと運用

管理されている自治体クラウドサービスをネットワークを経由して利用するもの

である。複数の市町村で自治体クラウドサービスを共同利用することが可能とな

り「割り勘効果」が期待できるサービスをいう。 

(4) 提供業務 

 参加市町村が行う事務のうち、住民基本台帳、印鑑登録、選挙人名簿管理、固

定資産税、個人住民税、法人住民税、軽自動車税、住登外管理、収滞納管理、国

民健康保険、国民年金、児童手当、障害者福祉、後期高齢者医療、介護保険、乳

幼児医療、ひとり親医療、健康管理、就学、保育料、児童扶養手当、住宅管理、

確定申告、一部負担金医療（重度・軽度心身障害者医療）及び妊産婦医療に係る

事務をいう。 

（事業期間） 

第３条  提供業務の事業期間は、平成２６年度から平成３１年度までとする。 

２  前項の事業期間は、参加市町村の協議により延長することができる。 

（実施業務及び実施期間） 

第４条 提供業務における参加市町村の実施業務及び実施期間は別表のとおりとする。 

（参加市町村の責務） 

第５条  参加市町村は、提供業務が円滑に実施されるために必要な情報提供を行う等、

相互に協力しなければならない。 

（業務の見直し等） 

第６条  参加市町村は、提供業務の実施にあたり、簡素で効率的な行政運営を実現する

ため、業務全体の見直し及び再構築を行い、あわせて業務の標準化の実現を図らなけ

ればならない。 
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（契約の締結） 

第７条  参加市町村は、第14条第３項第２号により選定された事業者とそれぞれ個別に

契約を締結するものとする。 

２  前項の契約は、第４条に定める実施業務及び実施期間に基づくものとする。 

３  第３条第２項により事業期間を延長した場合における第１項に定める契約の取扱い

は、参加市町村及び事業者の協議により定める。 

（契約締結できなくなったとき） 

第８条  参加市町村は、前条第１項に定める契約が締結できなくなったときは、当該参

加市町村の責任において事業者と協議し、解決を図るものとする。ただし、不測の事

態により契約が締結できなくなった場合はその限りではない。 

（参加市町村以外の市町村の取扱い） 

第９条  参加市町村以外の市町村から、提供業務への参加について申し入れがあったと

きは、当該参加市町村以外の市町村及び参加市町村の協議によりその参加を決定する

ものとする。 

２   前項により新たに提供業務に参加することとなった市町村が負担する費用その他

必要な事項については、別途参加市町村と協議のうえ、定めるものとする。 

（新たな実施業務への参加） 

第10条  参加市町村のいずれか（次項において「当該参加市町村」という。）から、第

４条に定める実施業務以外の実施業務への参加について申し入れがあったときは、参

加市町村の協議によりその参加を決定するものとする。 

２  前項により新たな実施業務に参加することとなった当該参加市町村が負担する費用

については、別途参加市町村と協議のうえ、定めるものとする。 

（機能の追加又は変更） 

第11条  法令改正その他の事由により情報システムへの機能の追加又は変更（次項にお

いて「機能の追加等」という。）をしようとするときは、参加市町村がその効果、費

用、緊急度及び影響度等を考慮のうえ協議し決定する。 

２  前項に規定する機能の追加等により追加費用が発生した場合は、参加市町村が共同

でその全額を負担するものとする。ただし、当該機能の追加等が特定の参加市町村に

のみ関係する場合においては、当該特定の参加市町村にその追加費用の全額を負担さ

せることができる。 

（提供業務の追加等） 

第12条  提供業務において、提供業務以外の業務を追加しようとするときは、参加市町

村の協議により決定するものとする。 

（セキュリティに関する責務） 

第13条  参加市町村は、提供業務において、参加市町村が所有する端末機器を使用する

ときは、当該参加市町村の責任においてセキュリティの確保に必要な措置を講じなけ

ればならない。 

（事務局） 

第14条  参加市町村は、提供業務の実施にあたり、事務局を定める。 

２  前項の事務局は、参加市町村の協議により決定する。 

３  事務局は、次の各号に定める事務を行う。 

(1)  次号に定める事業者の選定に必要な資料の作成を行うこと。 

(2)  事業者の選定を行い、参加市町村に通知すること。 

(3)  前各号に定めるほか、提供業務の実施に必要な事務を行う。 

（協議） 
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第15条  この協定書に定めのない事項又は疑義が生じた場合は、参加市町村が協議のう

え定めるものとする。 

（適用） 

第 16 条  この協定書は、平成２５年１２月１１日から適用する。 

この協定の締結を証するため、この協定書を７通※作成し、記名押印のうえ、各自その

１通を保有するものとする。 

平成２５年１２月１１日 

甲 射水市長 夏野 元志 

乙 滑川市長 上田 昌孝 

丙 入善町長 米澤 政明 

丁 上市町長 伊東 尚志 

戊 朝日町長 脇 四計夫 

己 舟橋村長 金森 勝雄 

※協定書締結6団体と事務局の富山県 
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別表 

項目 

実施業務 

実施期間 

参加市町村 構築開

始年度

運用開

始年度 

運用終

了年度

射水市 

住民基本台帳、印鑑登録、選挙人名簿管理、固

定資産税、個人住民税、法人住民税、軽自動車

税、住登外管理、収滞納管理、国民健康保険、

国民年金、児童手当、障害者福祉、後期高齢者

医療、介護保険、乳幼児医療、ひとり親医療、

健康管理、就学、保育料、児童扶養手当、住宅

管理、確定申告、一部負担金医療（重度・軽度

心身障害者医療）及び妊産婦医療 

平成 

26 年度

平成 

27 年度 

平成 

31 年度

滑川市 

住民基本台帳、印鑑登録、選挙人名簿管理、固

定資産税、個人住民税、法人住民税、軽自動車

税、住登外管理、収滞納管理、国民健康保険、

国民年金、児童手当、障害者福祉、後期高齢者

医療、介護保険、乳幼児医療、ひとり親医療、

健康管理、就学、保育料、児童扶養手当、住宅

管理、確定申告、一部負担金医療（重度・軽度

心身障害者医療）及び妊産婦医療 

平成 

26 年度

平成 

27 年度 

平成 

31 年度

入善町 

住民基本台帳、印鑑登録、選挙人名簿管理、固

定資産税、個人住民税、法人住民税、軽自動車

税、住登外管理、収滞納管理、国民健康保険、

国民年金、児童手当、障害者福祉、後期高齢者

医療、乳幼児医療、ひとり親医療、健康管理、

就学、保育料、確定申告、一部負担金医療（重

度・軽度心身障害者医療）及び妊産婦医療 

平成 

26 年度

平成 

26 年度 

平成 

31 年度

上市町 

住民基本台帳、印鑑登録、選挙人名簿管理、固

定資産税、個人住民税、法人住民税、軽自動車

税、住登外管理、収滞納管理、国民健康保険、

国民年金、児童手当、障害者福祉、後期高齢者

医療、乳幼児医療、ひとり親医療、健康管理、

就学、保育料、住宅管理、確定申告及び一部負

担金医療（重度・軽度心身障害者医療） 

平成 

26 年度

平成 

27 年度 

平成 

31 年度

朝日町 

住民基本台帳、印鑑登録、選挙人名簿管理、固

定資産税、個人住民税、法人住民税、軽自動車

税、住登外管理、収滞納管理、国民健康保険、

国民年金、児童手当、障害者福祉、後期高齢者

医療、乳幼児医療、ひとり親医療、健康管理、

就学、保育料、確定申告、一部負担金医療（重

度・軽度心身障害者医療）及び妊産婦医療 

平成 

26 年度

平成 

26 年度 

平成 

31 年度

舟橋村 

住民基本台帳、印鑑登録、選挙人名簿管理、固

定資産税、個人住民税、法人住民税、軽自動車

税、住登外管理、収滞納管理、国民健康保険、

国民年金、児童手当、障害者福祉、後期高齢者

医療、乳幼児医療、ひとり親医療、健康管理、

就学、保育料、確定申告、一部負担金医療（重

度・軽度心身障害者医療）及び妊産婦医療 

平成 

26 年度

平成 

26 年度 

平成 

31 年度
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いばらき自治体クラウド基幹業務システム等の整備運営に関する協定書

常陸大宮市，那珂市，かすみがうら市及び五霞町（以下「参加団体」という。）は，基幹業務シ

ステム等の整備運営に関して，次のとおり協定を締結する。

（目的）

第 1 条 この協定は，参加団体が連携して次期基幹業務システム等の構築において，「コスト削減」，

「職員の利便性」，「業務効率化」及び「情報セキュリティ」の拡充を図る観点から，システム

の共同構築及び運用にあたり相互の協力について定めることを目的とする。

（定義）

第 2 条 この協定書において，次の各号に掲げる用語の意義は，当該各号に定めるところによる。 
(1) 基幹業務システム等とは，住民記録，地方税，国民健康保険，介護保険その他の住民情報

システムをいい，別表のとおりとする。

(2) いばらき自治体クラウド基幹業務運営協議会（以下「協議会」という。）とは，参加団体

の職員により構成する組織であり，基幹業務システム等の整備運営に係る全体方針の決定，

調整を行う組織をいう。

(3) サービス提供業者とは，参加団体に基幹業務システム等を提供する事業者をいう。 
(4) 評価委員会とは，協議会においてサービス提供業者を選定するための組織をいう。 
（協議会への加入及び途中加入）

第 3 条 参加団体は，基幹業務システム等の共同化を推進するにあたり，協議会へ加入しなけれ

ばならない。

２ 協議会への途中加入を希望する自治体は，加入する 3 か月前までにその旨を記載した書面を

会長に提出しなければならない。

３ 前項の書面の提出があった場合は，協議会において協議し，参加団体の首長全員の承認によ

り加入することができる。

（協議会からの脱退）

第 4 条 参加団体が協議会から脱退する場合は，3 か月前までにその旨を記載した書面を会長に

提出しなければならない。

２ 前項の書面の提出があった場合は，協議会において協議し，参加団体の首長全員の承認によ

り脱退することができる。

（体制）

第 5 条 参加団体は，基幹業務システム等の共同化の推進において，積極的かつ誠実に取り組む

こととし，必要な体制及びその体制を維持するための必要な要員をそれぞれ確保し，維持する

ものとする。

（費用）

第 6 条 参加団体は，協議会の加入又は運営にあたり費用は発生しないものとする。ただし，協

議会の運営に係る人件費，旅費等は，それぞれ負担するものとする。

（契約方法等）

第 7 条 評価委員会は，サービス提供業者を選定し，協議会に報告しなければならない。 
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２ 協議会は，評価委員会から報告されたサービス提供業者を参加団体に推薦するものとする。

３ 参加団体は，協議会から推薦されたサービス提供業者と個別に契約を締結するものとする。

（有効期限）

第 8 条 本協定書は，本協定締結日から効力を発生し，この協定に基づく基幹業務システム等の

更新時期まで有効とする。

（その他）

第 9 条 この協定に定めのない事項については，いばらき自治体クラウド基幹業務運営協議会設

置要綱に定める。

２ この協定に関し，疑義が生じた場合は協議会において協議し，参加団体の首長全員の承認に

より改正できるものとする。

本協定締結の証として本書 4 通を作成し、参加団体が記名押印の上、各自 1 通を保有する。 

平成 25 年 4 月 16 日 

茨城県常陸大宮市

常陸大宮市長

茨城県那珂市

那珂市長

茨城県かすみがうら市

かすみがうら市長

茨城県五霞町

 五霞町長  
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【参考資料】留萌地域電算共同化推進協議会のＲＦＩの例 

会社名：

No. 質問項目 回答内容

5.4 システム構成

1) サーバOS

2) サーバソフトウェア

3) クライアントOS

4) ブラウザ

5) クライアントソフトウェア

5.5 システム方式

1) システム方式

2) 複数自治体の共同利用方式

3) マルチテナント方式による共同利用実績

4) 総合行政ネットワーク（LGWAN）対応

5) LGWANを利用したサービス提供実績

5.6 地域情報プラットフォーム対応

1) 地域情報プラットフォームへの準拠状況

準拠状況

バージョン

通信方式

2) 地域情報プラットフォームへの準拠予定

予定時期

バージョン

通信方式

3) 地域情報プラットフォームを利用した運用実績

実績自治体数

5.7 システム機能

1) EUC機能

5.8 ユーザー要望による機能追加

1) 機能追加プロセスの有無

2) 製品バージョンアップ頻度

3) バージョンアップ事例

5.9 契約形態

1) サービス利用契約

2) 契約内容 要件を満たせない条項は特記仕様書にて回答
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【参考資料】秋田県町村電算システム共同事業組合のＲＦＩの例 
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